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　2025年以降、団塊ジュニア世代が65歳以上になりますと、2040年には高齢者人口がピークを迎え

ます。この時期には、認知症の高齢者や単身高齢者が増加し、介護サービスの需要が多様化します。

地域ごとに異なる特性に応じた地域包括ケアシステムの推進が必要とされます。

　また、慢性疾患や複数の疾患を持つ患者が増え、医療と介護の複合ニーズに対応するためのケアマ

ネジメントやサービス提供、看取りへの対応が求められます。新型コロナウイルス感染症への対応経

験を踏まえ、高齢者施設と医療機関の連携強化、感染症対応力の向上、サービス提供の継続性確保、

介護現場の安全性確保が重要とされます。

　令和5年6月には、認知症施策基本法が成立しました。これにより、認知症の方が尊厳を保ちなが

ら希望を持って暮らせるよう、保健医療サービス及び福祉サービスの提供と地域での安心した日常生

活の支援が求められています。

基本的認識：地域包括ケアシステムの深化・推進（要旨）
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　介護保険は、介護が必要になった人の尊厳を守り、自立した生活を送ることができるように

サポートすることを目的としています。

　提供されるサービスは、要介護状態の改善や悪化防止、そして生活支援が重視されます。

　令和３年度の介護報酬改定では、リハビリテーションや口腔ケア、栄養管理など、多職種の

連携やアウトカム評価の強化、科学的介護の推進が評価されました。これまでの取組を踏まえ、

質の高い自立支援や重度化防止のサービス提供を続けることが重要です。　

基本的認識：自立支援・重度化防止に向けた対応（要旨）
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　経済情勢の変化による物価高騰や賃金の引上げ、少子高齢化の進行により、介護分野での人

材確保がますます厳しい状況になっています。

　特に訪問介護などでは人員不足が顕著であり、賃上げや人材確保への対応が急務です。

　これまでにも処遇改善や緊急支援補助金の創設、人材の確保・育成などの取組が行われてき
ましたが、引き続きこれらの取組の継続が求められています。

　また、働きやすい職場環境の構築やテクノロジーの導入促進など、介護サービス事業者に対

する支援も重要とされています。介護報酬改定を通じて、適切な処遇の確保とサービスの質の

向上に向けた人材確保の取組が必要であるとされています。

基本的認識：良質なサービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり（要旨）
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　介護費用が増加しており、少子高齢化と現役世代の減少によって介護ニーズが高まっていま

す。

　このため、制度の安定性と持続可能性を確保するための取り組みが重要です。

　制度改正を通じて給付と負担の見直しが行われていますが、介護報酬においてもサービスの

適正化と重点化を進め、利用者の負担を考慮しつつ制度の安定と持続を図る必要があります。

基本的認識：制度の安定性・持続可能性の確保（要旨）

• 「書面掲示」規制の見直し

• 通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化

• 基準費用額（居住費）の見直し

• 地域区分

その他
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基準第3条の30の2第1項を満たしていない場合、基本報酬を3%減算する。

基準省令 報酬告示 別表５ 注4

業務継続計画の策定等

基準第3条の30の2第1項

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に

対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体

制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画

に従い必要な措置を講じなければならない。

基準第3条の30の2第1項

※サービス種別は適宜、読み替えてください。

※「感染症に係る業務継続計画」及び「非常災害にかある業務継続計画」の両方の策定と、業務継続計画に従った必要な措置の実施

が求められています。
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問7 業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか

BCP未策定減算 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.6）

（答） 感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合や、当該業務継続計画に従い必要

な措置が講じられていない場合に減算の対象となる。 

• なお、令和３年度介護報酬改定において業務継続計画の策定と同様に義務付けられた、業務継続計画の周知、

研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しの実施の有無は、業務継続計画未策定減算の算定要件ではな

い

問164 行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認された場合、「事実が生じた

時点」まで遡及して当該減算を適用するのか。 

BCP未策定減算 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）

（答）　

• 業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを発見した時点ではなく、

「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を適用することとなる。 

• 例えば、通所介護事業所が、令和７年10月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明した場合（かつ、

感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っていない場合）、

令和７年10月からではなく、令和６年４月から減算の対象となる。 
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＜経過措置＞

　令和７年３月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画

を策定している場合には、当該減算は適用しないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。 

解釈通知業務継続計画未策定減算

基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月（基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は

当該月）から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について減算する。

解釈通知業務継続計画未策定減算
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業務継続計画未策定減算（まとめ）

次のいずれかの場合に、減算の対象となる

感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定

当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない

減算される期間

「基準を満たさない事実」が生じた場合の翌月～「基準を満たさない事実」が解消される月まで

※ 「基準を満たさない事実」が生じた月が月の初日の場合は、当月月から減算

※ 「基準を満たさないことがわかった日」ではない点に注意（遡及して減算となる）

＜経過措置＞

次のいずれも満たす場合は、R7.3.31まで経過措置が設けられる

「感染症予防及び蔓延防止のための指針」を整備している

「非常災害対策に関する具体的計画」を策定している
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1. 「常勤」の計算においても、「常勤換算」の計算においても、週30時間以上の勤務で「常勤」と扱う。

• 職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度を利用する場合

• 「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合

(注)勤務形態一覧表への表記方法については、今後、解釈通知等で示される可能性があります。

解釈通知「(1) 常勤換算方法」「(3) 常勤」
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• 事業場が、がん、脳卒中などの疾病を抱える方々に対して、適切な就業上の措置や治療に対する配慮を行い、

治療と仕事が両立できるようにするため、事業場における取組などをまとめたものです。

• 治療と仕事の両立支援を行うための環境整備として次の取組を行うことが望ましい（ガイドライン抜粋）

• 事業者による基本方針等の表明と労働者への周知

• 研修等による両立支援に関する意識啓発

• 相談窓口等の明確化

• 両立支援に関する制度・体制等の整備

• 休暇制度、勤務制度の整備

• 労働者から支援を求める申出があった場合の対応手順、関係者の役割の整理

• 関係者間の円滑な情報共有のための仕組みづくり

• 両立支援に関する制度や体制の実効性の確保　など

「治療と仕事の両立ガイドライン」とは

15

基本方針や具体的な対応方法等の事業場内ルールを作成し、全ての労働者に周知

することで、両立支援の必要性や意義を共有し、治療と仕事の両立を実現しやすい

職場風土を醸成する

(注)詳細については、厚労省の「治療と仕事の両立ガイドライン」を確認してください。
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基準省令

＜兼務できる範囲の条件＞

• グループホームの他の職務

• 同一敷地内の他の事業所、施設等の職務

• 併設する小多機・看多機の職務

＜兼務できる範囲の条件＞

• グループホームの他の職務

• 他の事業所、施設等の職務

(第91条)

管理者の「他の職務従事」の適用範囲が変更され、他の事業所との兼務が可能になります。

　

(※)管理者が、他の事業所と兼務することで、利用者が不利益を講じないか、介護職員の業務負担が増えないか、
　　相談体制がとれているか等確認をしてください
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原則、管理者は「常勤」・「専従」とされます。

しかし、次の要件を満たす場合は、兼務することができます。

同じ事業所の職務として兼務する場合

事業所の管理業務に支障がないこと

同一の事業者に設置された事業所、施設の職員（管理者、従業者等）として兼務する場合

① 事業所の管理業務に支障がないこと

② 他の事業所・施設で兼務している時間帯も、

利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握でき、

職員及び業務の一元的な管理・指揮命令に支障が生じないこと

人員に関する基準「管理者」

17

解釈通知

管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される

併設される訪問系サービスのサービス提供を行う従業者と兼務する場合（訪問系サービスにおける勤務時間が

極めて限られている場合を除く。）

事故発生時等の緊急時において管理者自身が速やかに事業所に駆け付けることができない体制となっている

場合　など

＜管理業務に支障があるとされる事例＞
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問184 管理者に求められる具体的な役割は何か。

管理者の責務 新Q&A 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）

（答）　

• 「指定居宅サー ビス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について 」 （平成 11 年９月 17 日付け老

企第 25 号）等の解釈通知においては、管理者の責務を、介護保険法の基本理念を踏まえた利用者本位のサー

ビス提供を行うため、現場で発生する事象を最前線で把握しながら、職員及び業務の管理を一元的に行うとと

もに、職員に指定基準の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うこととしている。

• 具体的には、「介護事業所・施設の管理者向けガイドライン」等を参考にされたい。

第１章 第２節 管理者の役割

1. 管理者の位置づけ及び役割の重要性

2. 利用者との関係

3. 介護にともなう民法上の責任関係

4. 事業所・施設の考える介護職員のキャリアイメージの共有

5. 理念やビジョン、組織の方針や事業計画・目標の明確化及び職員への周知

「介護事業所・施設の管理者向けガイドライン」（抄）

6. 事業計画と予算書の策定

7. 経営視点から見た事業展開と、業績向上に向けた

マネジメント

8. 記録・報告や面談等を通じた介護職員同士、管理

者との情報共有
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基準省令 (準用第３条の32)

重要事項等を事業所内の書面掲示に加えて、ウェブサイトに掲載しなければなりません。

　

省令にある「ウェブサイト」とは、次のものをいう

法人のホームページ等

介護サービス情報公表システム

人員に関する基準「4 管理者」 解釈通知
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掲示（まとめ）

サービスの選択に資する認められる重要事項を掲示、もしくは、ファイル等を備えつけて自由に閲覧できるように

しなければならない

「サービスの選択に資すると認められる重要事項」とは

運営規程の概要

従業者の勤務体制

事故発生時の対応

苦情処理の体制

提供するサービスの第三者評価の実施状況

その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められるもの

※勤務体制の補足
　職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示する趣旨。
　氏名まで掲示することを求めるものではない

原則として、「サービスの選択に資すると認められる重要事項」をウェブサイトに掲載しなければならない

　　※令和７年度以降の義務事項

「ウェブサイト」とは

法人のホームページ等

介護サービス情報公表システム
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高齢者虐待防止措置未実施減算 報酬告示別表5 注3、厚生労働大臣の定める基準58の4の2

基準第3条の38の2に定める虐待防止の措置を講じていない場合、所定単位数の100分の1に相当する単

位を減算する。

• 提供するサービスの第三者評価の実施状況

• その他、利用申込者のサービスの選択に資すると認められるもの
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＜虐待防止委員会に求められる役割とは…＞

• 虐待発生時の報告様式の検討

• 虐待防止策の周知・啓発

虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じなければならない

1. 「虐待防止のため対策を検討する委員会」の定期的な開催

2. 「虐待防止のため対策を検討する委員会」の結果の周知

3. 「虐待の防止のための指針」の整備

4. 「虐待防止のための研修」の実施

5. 上記措置を実施するための担当者の設置

虐待防止の措置とは（まとめ）

• 虐待が発生しやすい労働環境かどうか検討する

• 虐待（不適切な対応事例）発生後の検証と再発防止策の検討　など

基準 第3条の38の2
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高齢者虐待措置未実施減算の減算期間

虐待防止の措置を実施していない事実が生じた月の翌月～改善が認められた月まで

虐待防止の措置を実施していない事実が生じた後の流れ

① 速やかに市町村長に改善計画を提出する

② 事実が生じた月から三か月後に改善計画に基づく改善状況を報告する

高齢者虐待防止（まとめ）

23

報酬・解釈通知

高齢者虐待防止に係るQ&A 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）

問167 高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又 はその再発を防止するための全ての措置（委

員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと）がなされていなければ減算の適用となるのか。

（答）

• 減算の適用となる。

• なお、全ての措置の一つでも講じられていなければ減算となることに留意すること。
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高齢者虐待防止に係るQ&A 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）

問168 運営指導等で行政機関が把握した高齢者虐待防止措置が講じられていない事実が、発見した日の属する月

より過去の場合、遡及して当該減算を適用するのか。

（答）　過去に遡及して当該減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実が生じた月」となる。

高齢者虐待防止に係るQ&A 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）

問169 高齢者虐待防止措置未実施減算については、 虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措置（委員

会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと）がなされていない事実が生じた場合、 「 速やか

に改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から三月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知

事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、入居者全員について所

定単位数から減算することとする。 」こととされているが、施設 ・事業所から改善計画が提出されない限り、減算の

措置を行うことはできないのか。

（答）　

改善計画の提出の有無に関わらず、事実が生じた月の翌月から減算の措置を行って差し支えない。

当該減算は、施設 ・事業所から改善計画が提出され、事実が生じた月から３か月以降に当該計画に基づく改善が

認められた月まで継続する。
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利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、次に掲げる観点から虐待の防止に関する措置を講じる

虐待の未然防止

研修等を通じて、従業者にそれらに関する理解を促す必要がある。

同様に、従業者が高齢者虐待防止法等に規定する養介護事業の従業者としての責務・適切な対応等を正し

く理解していることも重要である

虐待等の早期発見

必要な措置（虐待等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等）がとられていることが望ましい

利用者及びその家族からの虐待等に係る相談、利用者から市町村への虐待の届出について、適切な対応を

すること

虐待等への迅速かつ適切な対応

通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努める

虐待防止の措置とは（まとめ） 解釈通知
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前ページの観点をもとに、次に掲げる事項を実施する

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（第１号）

虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実

に防止するための対策を検討する。

構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期的に開催すること

虐待等の事案については、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、個別の

状況に応じて慎重に対応すること

虐待防止の措置とは（まとめ） 解釈通知

i. 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること

ii. 虐待の防止のための指針の整備に関すること

iii. 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること

iv. 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること

v. 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること

vi. 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関することヘ　虐待等が発生した

場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること

vii. 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

虐待防止委員会の具体的検討事項 ※虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等は、従業者に周知徹底を図る
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前ページの観点をもとに、次に掲げる事項を実施する（続き）

② 虐待の防止のための指針（第２号）

「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を盛り込む

虐待防止の措置とは（まとめ） 解釈通知

i. 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方

ii. 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項

iii. 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

iv. 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

v. 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項

vi. 成年後見制度の利用支援に関する事項

vii. 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

viii. 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項

ix. その他虐待の防止の推進のために必要な事項

虐待の防止のための指針
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前ページの観点をもとに、次に掲げる事項を実施する（続き）

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修（第３号）

研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであること

指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修（年２回以上）を実施する

新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施すること

研修の実施内容についても記録することが必要である。

研修の実施は、事業所内での研修で差し支えない。

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第４号）

虐待を防止するための体制として、必要な措置を適切に実施するために担当者を置くこと

虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい

虐待防止の措置とは（まとめ） 解釈通知

※同一事業所内での複数担当と兼務可。ただし、利用者や事業所の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職
務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること



3. 認知症対応型共同生活介護の
改定事項（基準関係）
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◆ ３-1 協力医療機関との連携体制の構築
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協力医療機関等 基準 第105条

1. 急変時に備え、協力医療機関を定めなければならない（従来通り）

2. 協力医療機関は、次の要件を満たすよう努めること（新設）

1. 病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保している

2. GHから診療の求めがあった際に、診療を行う体制を、常時確保している

3. １年に１回以上、協力医療機関と急変時の対応について協議するとともに、協力医療機関の名称等を、

指定権者に届け出なければならない（新設）
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基準省令第105条の規程内容

入居者の病状の急変時等に対応するための協力医療機関をあらかじめ定めておくこと

新興感染症の診療等を行う医療機関と新興感染症発生時等における対応を取り決めるよう努めること

歯科医療の確保の観点からあらかじめ協力歯科医療機関を定めておくよう努めること　等

※ 協力医療機関の及び協力歯科医療機関は、共同生活住居から近距離にあることが望ましい

協力医療機関等 解釈通知

在宅療養支援病院

在宅療養支援診療所

地域包括ケア病棟（200床未満）を持つ医療機関等の在宅医療を支援する地域の医療機関

※ なお、令和６年度診療報酬改定において新設される地域包括医療病棟を持つ医療機関は、前述の

在宅療養支援病院等を除き、連携の対象として想定される医療機関には含まれない

協力医療機関との連携（第２項）

入居者の病状の急変時等に、相談対応や診療を行う体制を常時確保した協力医療機関を定めるよう努め

なければならない

連携を想定される医療機関（以下、在宅療養支援病院等）
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協力医療機関との連携に係る届け出（第３項）

年に１回以上、協力医療機関と入居者の急変時等における対応を確認し、当該医療機関の名称や当該医療機関

との取り決めの内容等を指定権者に届け出ることを義務づけたものである。

届出については、別紙３によるものとする。

協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には、速やか指定権者に届け出ること。

協力医療機関等 解釈通知

提出書類

(別紙3)協力医療機関に関する届出書

各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)

提出時期

1年に1回以上

その他留意事項

協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更があった場合には速やかに届出を行ってください
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在宅療養支援病院：（支援病１）、（支援病２）、（支援病３）

在宅療養支援診療所：（支援診１）、（支援診２）、（支援診３）

在宅療養後方支援病院：（在後病）

地域包括ケア病棟入院料（地域包括ケア入院医療管理料）：（地包ケア１）、（地包ケア２）、（地包ケア３）、（地包ケア４）

協力医療機関等 新Q&A 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）

問124 連携することが想定される医療機関として、在宅療養支援病院や地域包括ケア病棟を持つ医療機関等が挙

げられているが、当該基準の届出を行う医療機関をどのように把握すればよいか。

（答）　診療報酬における施設基準の届出受理状況については、地方厚生局のホームページに掲載されているので

参考とされたい。以下のホームページの一覧のうち「受理番号」の欄に下記の受理番号がある医療機関が該当する

医療機関となります。

■九州厚生局

＜在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所、在宅療養後方支援病院＞

　　https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/index_00007.html

　　※各都道府県の「医科」ファイルをご参照ください。

＜地域包括ケア病棟入院料（地域包括ケア入院医療管理料）＞

　　kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/todokede_jiko/koumoku_betsu.html

　　※「地域包括ケア病棟入院料」の記載のあるファイルをご参照ください。

(R6.5.1現在日向市内)

在宅療養支援病院…三股病院、和田病院、瀧井病院、千代田病院

地域包括ケア病棟入院料　…三股病院、和田病院、瀧井病院、千代田病院

在宅療養支援診療所…日向たかいしクリニック
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協力医療機関等のその他改正内容 基準 第105条第6項

利用者が入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定認

知症対応型共同生活介護事業所に速やかに入居させることができるように努めなければならない。

「速やかに入居させることができるよう努めなければならない」とは

必ずしも退院後に再び入居を希望する入居者のために常に居室を確保しておくということではない

できる限り円滑に再び入居できるよう努めなければならないということである

協力医療機関等のその他改正内容 解釈通知
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協力医療機関等 基準 第105条第4項・第5項

4. 第二種協定指定医療機関と連携し、新興感染症発生時における対応を取り決めるよう努めること。

5. 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合、新興感染症の発生時等の対応について協議を行

わなければならない。

新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携（第４項）

取り決めの内容について

流行初期期間経過後（新興感染症の発生の公表後４か月程度から６カ月程度経過後）において、入居者が新興

感染症に感染した場合に、相談、診療、入院の要否の判断、入院調整等を行うことが想定される。

なお、第二種協定指定医療機関である薬局や訪問看護ステーションとの連携を行うことを妨げるものではない。

協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合（第５項）

第３項で定められた入居者の急変時等における対応の確認と合わせ、当該協力機関との間で、新興感染症の発

生時等における対応について協議を行うことを義務付ける。

協議の結果、当該協力医療機関との間で新興感染症の発生時等の対応の取り決めがなされない場合も考えら

れるが、協力医療機関のように日頃から連携のある第二種協定指定医療機関と取り決めを行うことが望ましい。

協力医療機関等 解釈通知
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第二種協定指定医療機関とは

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下感染症法）に基づき、

平時にあらかじめ都道府県等と医療機関等がその機能・役割に応じた協定を締結し、

新興感染症の発生・まん延時にはその協定に基づいて医療提供する仕組み等として法定化されました（令

和6年4月1日施行）

宮崎県ホームページ　感染症法に基づく医療措置協定について

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/yakumukansensho/kurashi/hoken/20230622170633.html

新興感染症とは

感染症法の新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症を基本とする

(R6.5.7現在日向市内の第二種協定指定医療機関)

病院…和田病院、千代田病院、鮫島病院

有床診療所…古賀内科胃腸科、今給黎医院

無床診療所…青柳内科循環器科、吉田クリニック、大久保外科胃腸科医院、日向たかいしクリニック、なでしこ内科、松岡内科医院、なかむら内科循
環器内科、日向市初期救急診療所、家村内科、なおの耳鼻咽喉科、かい外科整形外科スポーツリハビリテーションクリニック、やまうち泌尿器科内
科、こどもクリニックたしろ

薬局…なでしこ薬局、みかど薬局、トロン薬局日向、しおみ薬局、財光寺薬局、フレンド薬局、フラワー薬局　みみつ、つばき薬局、富高薬局　財光寺
支店、そね薬局、ひむか薬局鶴町店、富高薬局　お倉ヶ浜店、スバル薬局、さくら薬局、きらり薬局

訪問看護ステーション…訪問看護ステーション えん

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/yakumukansensho/kurashi/hoken/20230622170633.html


◆ ３-3 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職
員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置
の義務付け
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生産性向上委員会の設置

＜委員会の役割の例＞

• 安全管理体制の確認や職員負担軽減、業務効率化のため、現場の課題抽出、分析

• 作業プロセスの効率化、適切な人員配置、職員の健康と福祉に関する支援策の提案

• 進捗状況を定期的にモニタリングし、介護サービスの質や職員の負担軽減に関する取り組みの効果を評価

• 必要に応じて、方策の見直しや新たな取り組みを提案

第108条準用 (第86条の2)

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を

設置しなければならない（3年間の経過措置）

(※）例示のため、各事業所で委員会の役割について検討願います



◆ ３-3 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職
員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置
の義務付け

38

介護現場の生産性向上の取組を促進する観点で、「質の確保」と「職員負担軽減」を検討する委員会を設置・開催し

なければならない

事業所において、下記のような環境が整備されることが期待されている

① 現場における課題を抽出及び分析し、事業所の状況に応じた必要な対応を検討する

② 利用者の尊厳や安全性を確保しながら事業所全体で継続的に業務改善に取り組む

生産性向上委員会の設置 解釈通知

構成メンバーについて

管理者やケア等を行う職種を含む幅広い職種により構成することが望ましい

生産性向上の取組に関する外部の専門家を活用することも差し支えない

開催頻度について

定期的に開催することが必要であるが、各事業所の状況を踏まえ、適切な開催頻度を決める。

本委員会の開催が形骸化することがないよう留意すること



◆ ３-3 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職
員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置
の義務付け
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本委員会の開催にあたっての留意事項

「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」等を参考に取組を進めることが望ましい

本委員会は、他に事業運営に関する会議と一体的に設置・運営することとして差し支えない

本委員会は事業所毎に実施が求められるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支え

ない

委員会の名称について、法令とは異なる委員会の名称を用いても差し支えない。

法令上の名称は「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討

するための委員会」

生産性向上委員会の設置 解釈通知



◆ ３-3 介護サービス事業における生産性向上に資するガイド
ライン（概要版）

40介護サービス事業における生産性向上に資するガイドラインより



◆ ３-3 介護サービス事業における生産性向上に資するガイド
ライン（概要版）

41介護サービス事業における生産性向上に資するガイドラインより



◆ ３-3 介護サービス事業における生産性向上に資するガイド
ライン（概要版）

42介護サービス事業における生産性向上に資するガイドラインより



◆ ３-3 介護サービス事業における生産性向上に資するガイド
ライン（概要版）

43介護サービス事業における生産性向上に資するガイドラインより



◆ ３-４ 外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱い
の見直し

44

就労開始から6ヶ月未満の外国人介護職員について、一定の要件の下、人員配置基準への算入を見直す。

次の要件を満たし、事業者が配置基準において職員等とみなすとした者

1. 一定の経験ある職員とチームでケアを行う体制とすること

2. 組織的に安全対策を実施する体制を整備すること

外国人材の人員基準上の扱い インドネシア・フィリピン・ベトナムとの連携協定に基づく受入れ指針など



◆ ３-4 外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱い
の見直し
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組織的に安全対策を実施する体制について

　通知等では「安全対策担当者の配置、安全対策に関する指針の整備や研修の実施など、組織的に安全対策を

実施する体制を整備していること」とされております。一般的に想定される内容を記載します。

安全対策担当者の配置

安全管理に関する知識や経験を持つ人材を選定し、担当者の役割、責任範囲を明確すること。

安全対策に関する指針の整備

具体的かつ実行可能な内容とし、指針を組織内に周知し、全員が理解・遵守できるようします。

研修の実施

安全に関する知識や技術は常に更新が必要です。定期的な研修を実施をお願いします。

その他、厚生労働省の改定事項の資料からわかる内容について

※ 人員配置基準への算入の有無にかかわらず、研修や実習のための指導職員の配置

適切な知識・経験を持つ指導職員を配置し、安全に学び、技能を修得できるよう、十分な指導体制を整える。

※ 法令等に基づく適切な指導及び支援体制の確保

技能実習生に関する法令その他法令を確認し、外国人介護職員を継続的にフォローアップしてください
外国人材に関する法律は、国の政策によって頻繁に改正されるため、市の通知だけでなく、国の最新情報にも注意を払う必要があります。



◆ ３-4 外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱い
の見直し(まとめ)
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各種通知の確認について

受入れる外国人介護人材に応じて、それぞれ通知が発出されています。

受入れの際は、それぞれの通知を確認ください。

受入れる人材 通知

ＥＰＡ
（経済連携協定）

経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の
受入れの実施に関する指針

経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の受入
れの実施に関する指針

看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文に基づ
く看護及び介護分野におけるベトナム人看護師等の受入れの実施に関する指針

技能実習
介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び
作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等

特定技能
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計
画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関
係行政機関の長が定める基準

※介護分野の１号特定技能外国人の人員配置基準
就労と同時に職員とみなすことができる。
但し、一定期間、他の一定の経験ある職員とチームケアでケアにあたるなど、サポート体制を整備することが求められる。



◆ ３-4 外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱い
の見直し(まとめ)
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③の場合は、「一定の経験ある職員とチームでケアを行う体制とすること」、

「安全対策担当者の配置、安全対策に関する指針の整備や研修の実施など、組織的に安全対策を実施する体

制を整備していること」が要件となります

インドネシア・フィリピン・ベトナムとの連携協定に基づく受入れ指針等

外国人材の職員配置基準への算定要件（次のいずれかでOK）

① 受入れ施設において就労を開始した日から６か月経過したもの

③ 受入れ施設で就労6か月未満であって、 事業者が、日本語能力や研修状況、管理者の意見等を勘案し、配置

基準に算入することとしたもの

外国人材※の人員基準上の扱い

② 日本語能力試験N1又はN2合格者

※EPA介護福祉候補生や技能実習生における扱い



4. 認知症対応型共同生活介護の
改定事項（報酬関係）

49



◆ 4-1 認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算の見直し 

＜体制評価について＞

　医療連携体制加算Ⅰにおいて、体制面を評価する。

• （Ⅰ）イ … 事業所の職員として、看護師を常勤換算で１名以上配置

• （Ⅰ）ロ … 事業所の職員として、看護職員を常勤換算で１名以上配置

• （Ⅰ）ハ … 事業所の職員もしくは、病院などと連携して、看護師を１名以上確保

医療連携体制加算 報酬告示 別表5 ホ

• 体制要件と医療的ケアが必要な者の受入要件を分けて評価を行う

• 医療的ケアが必要な者の受入要件については、対象となる医療的ケアを追加する

50
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医療連携体制加算の意義

可能な限り入所生活を継続できるように、日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となった場合

に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所を評価する

医療連携体制加算 解釈通知

◆ 4-1 認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算の見直し 

医療連携体制加算（Ⅰ）イ、（Ⅰ）ロ、（Ⅰ）ハの体制をとっている事業所が行うべき具体的なサービス

下記などのサービスを想定しており、これらの業務を行うために必要な勤務時間を確保すること

利用者に対する日常的な健康管理

通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関（主治医）との連絡・調整

看取りに関する指針の整備　等



52

医療連携体制加算 解釈通知

◆ 4-1 認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算の見直し 

医療連携体制加算（Ⅰ）ロ

事業所の職員として看護師又は准看護師を常勤換算方法により１名以上配置すること

※ 看護職員が准看護師のみの体制である場合には、病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護師と

の連携を要する

医療連携体制加算（Ⅰ）ハ

看護師の確保を要する（准看護師では本加算は認められない）。

※ 同一法人の他の施設に勤務する看護師を活用する場合は、当該GHの職員と他の事業所の職員を併任

する職員として確保することも可能

「重度化した場合における対応に係る指針」に盛り込むべき項目

例えば、

①急性期における医師や医療機関との連携体制、

②入院期間中における認知症対応型共同生活介護における居住費や食費の取扱い、

③看取りに関する考え方、本人及び家族との話し合いや意思確認の方法等の看取りに関する指針、など

が考えられる。

※ また、急性増悪時等においては、診療報酬の算定要件に合致すれば、医療保険による訪問看護が利用可能である
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◆ 4-1 認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算の見直し 

医療連携体制加算 従来Q&A H18.5.2 指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A

問6 看護師の配置については、職員に看護資格を持つものがいればいいのか。看護職員として専従であることが

必要か。

（答）　

職員（管理者、計画作成担当者又は介護従業者）として看護師を配置している場合については、医療連携体制加

算を算定できる。

訪問看護ステーション等、他の事業所との契約により看護師を確保する場合については、認知症高齢者グルー

プホームにおいては、看護師としての職務に専従することが必要である。 

医療連携体制加算 従来Q&A H18.5.2 指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A

問9 同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考えられるのか。（他事

業所に常勤配置とされている従業者を併任してもよいか）

（答）　

算定の留意事項（通知）にあるとおり、併任で差し支えない。

常勤換算については、双方の事業所における勤務時間数により、それぞれ算定する。
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◆ 4-1 認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算の見直し 

医療連携体制加算 従来Q&A H18.5.2 指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A

問7 看護師としての基準勤務時間数は設定されているのか。（24時間オンコールとされているが、必要とされる場

合に勤務するといった対応でよいか。）

（答）　

看護師としての基準勤務時間数は設定していないが、医療連携体制加算の請求において必要とされる具体的

なサービスとしては、

利用者に対する日常的な健康管理　　

通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関（主治医）との連絡・調整　

看取りに関する指針の整備

等を想定しており、これらの業務を行うために、当該事業所の利用者の状況等を勘案して必要な時間数の勤務

が確保できていることが必要である。（事業所における勤務実態がなく、単に「オンコール体制」としているだけ

では、医療連携体制加算の算定は認められない｡）
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◆ 4-1 認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算の見直し 

医療連携体制加算 従来Q&A H18.5.2 指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A

問8 協力医療機関との連携により、定期的に診察する医師、訪問する看護師で加算はとれるか。

　　連携医療機関との連携体制（連携医療機関との契約書で可能か）による体制で加算が請求可能か。

（答）　

医療連携体制加算は、環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が、可能な限り継続して認知症高齢者グ

ループホームで生活を継続できるように、看護師を配置することによって、日常的な健康管理を行ったり、医療

ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所を評価するものであるため、

看護師を確保することなく、単に協力医療機関に医師による定期的な診療が行われているだけでは、算定できず、

協力医療機関との契約のみでは、算定できない。　

なお、協力医療機関との契約を見直し、契約内容が、看護師の配置について医療連携体制加算を算定するに足

りる内容であれば、算定をすることはあり得る。
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◆ 4-1 認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算の見直し 

医療連携体制加算 従来Q&A H18.5.2 指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A

問10 算定要件である「重度化した場合における対応に関する指針」の具体的項目は決められるのか。また、加算の

算定には、看取りに関する指針が必須であるか。

（答）　

算定の留意事項（通知）にあるとおり、医療連携体制加算の算定要件である「重度化した場合における対応に係

る指針」に盛り込むべき項目としては、例えば、

① 急性期における医師や医療機関との連携体制、

② 入院期間中におけるグループホームの居住費や食費の取扱い、

③ 看取りに関する考え方、本人及び家族との話し合いや意思確認の方法等の看取りに関する指針、など

を考えており、これらの項目を参考にして、各事業所において定めていただきたい。　

また、この「重度化した場合における対応に係る指針」は、入居に際して説明しておくことが重要である。　

なお､指針については、特に様式等は示さないが、書面として整備し、重要事項説明書に盛り込む、又は、その補

足書類として添付することが望ましい。
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◆ 4-1 認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算の見直し 

医療連携体制加算 従来Q&A H18.5.2 指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A

問10 算定要件である「重度化した場合における対応に関する指針」の具体的項目は決められるのか。また、加算の

算定には、看取りに関する指針が必須であるか。

（答）　

算定の留意事項（通知）にあるとおり、医療連携体制加算の算定要件である「重度化した場合における対応に係

る指針」に盛り込むべき項目としては、例えば、

① 急性期における医師や医療機関との連携体制、

② 入院期間中におけるグループホームの居住費や食費の取扱い、

③ 看取りに関する考え方、本人及び家族との話し合いや意思確認の方法等の看取りに関する指針、など

を考えており、これらの項目を参考にして、各事業所において定めていただきたい。　

また、この「重度化した場合における対応に係る指針」は、入居に際して説明しておくことが重要である。　

なお､指針については、特に様式等は示さないが、書面として整備し、重要事項説明書に盛り込む、又は、その補

足書類として添付することが望ましい。



◆ 4-1 認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算の見直し 

医療連携体制加算 厚生労働大臣が定める施設基準

医療連携体制加算（Ⅱ）については、医療的ケアが必要な者の受入要件を評価

次のいずれも要件を満たす

① 医療連携体制加算（Ⅰ）イ・ロ・ハのいずれかを算定

② 算定日が属する月の前3か月間において、いずれかに該当する入居者が1名以上
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6. 人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態

7. 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態

8. 褥瘡に対する治療を実施している状態

9. 気管切開が行われている状態

10. 留置カテーテルを使用している状態

11. インスリン注射を実施している状態

1. 喀痰吸引を実施している状態

2. 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態

3. 中心静脈注射を実施している状態

4. 人工腎臓を実施している状態

5. 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター
測定を実施している状態
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◆ 4-1 認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算の見直し 

医療連携体制加算 新Q&A 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）

問148 医療連携体制加算（Ⅱ）の算定要件である前３月間における利用実績と算定期間の関係性如何。

（答）　

算定要件に該当する者の利用実績と算定の可否については以下のとおり。
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◆ 4-1 認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算の見直し 

医療連携体制加算 新Q&A 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）

問149 留置カテーテルが挿入されていれば、医療連携体制加算（Ⅱ）は算定できるのか。

（答）　

留置カテーテルからの排液の性状、量などの観察、薬剤の注入、水分バランスの計測等計画的な管理を行ってい

る場合は算定できるが、単に留置カテーテルが挿入されているだけでは算定できない。

また、輸液用のポート等が挿入されている場合であっても、一度もポートを用いた薬剤の注入を行っていない場

合は、計画的な管理が十分に行われていないため算定できない。

医療連携体制加算 新Q&A 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）

問150 医療連携体制加算（Ⅱ）の算定要件のうち、「インスリン注射を実施している状態」とあるが、実施回数自体に

関する規定があるか。（１日当たり何回以上実施している者等）。

（答）　

インスリン注射の実施の頻度は、医学的な必要性に基づき判断されるべきものであり、本要件は実施の有無を見

ているもので、１日当たりの回数や月当たりの実施日数についての要件を設けていない。

なお、利用者自身がインスリン自己注射を行うための声掛けや見守り等のサポートを行った場合は算定できない。
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医療連携体制加算 解釈通知

◆ 4-1 認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算の見直し 

医療連携体制加算（Ⅱ）を算定する事業所に求められるもの

協力医療機関等との連携を確保しつつ、医療ニーズを有する利用者が、可能な限りGHで療養生活を継続で

きるように必要な支援を行うことが求められる

医療連携体制加算（Ⅱ）の利用者への支援

喀痰吸引を実施している状態 実際に喀痰吸引を実施している状態

呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態 当該月において１週間以上人工呼吸又は間歇的陽圧呼吸を行っている

中心静脈注射を実施している状態
中心静脈注射により薬剤の投与をされている利用者又は中心静脈栄養以外に栄養維持が
困難な利用者であること

人工腎臓を実施している状態 当該月において人工腎臓を実施している

重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測
定を実施している状態

重症不整脈発作を繰り返す状態、収縮期血圧90ｍｍＨｇ以下が持続する状態又は酸素吸
入を行っても動脈血酸素飽和度90％以下の状態で常時、心電図、血圧又は動脈血酸素飽
和度のいずれかを含むモニタリングを行っている

人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態 人工膀胱又は人工肛門に係る皮膚の炎症等に対するケアを行った場合

経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態
経口摂取が困難で経腸栄養以外に栄養維持が困難な利用者に対して、経腸栄養を行って
いる状態

続く



62

医療連携体制加算 解釈通知

◆ 4-1 認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算の見直し 

医療連携体制加算（Ⅱ）の利用者への支援

褥瘡に対する治療を実施している状態

以下のいずれかの分類に該当し、かつ、当該褥瘡に対して必要な処置を行った場合に限
る

第一度：皮膚の発赤が持続している部分があり、圧迫を取り除いても消失しない（皮
膚の損傷はない）
第二度：皮膚層の部分的喪失（びらん、水疱、浅いくぼみとして表れるもの）がある
第三度：皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ。深いくぼみとして表れ、隣接
組織まで及んでいることもあれば、及んでいないこともある
第四度：皮膚層と皮下組織が失われ、筋肉や骨が露出している

気管切開が行われている状態 気管切開が行われている利用者について、気管切開に係るケアを行った場合

留置カテーテルを使用している状態
留置カテーテルが挿入されている利用者に対して、留置カテーテルに係る観察、管理、
ケアを行った場合

インスリン注射を実施している状態
認知症対応型共同生活介護の利用中にインスリン注射によりインスリンを補う必要があ
る利用者に対して、実際にインスリン注射を実施している状態
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医療連携体制加算（まとめ） 厚生労働大臣が定める施設基準

◆ 4-1 認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算の見直し 

医療連携体制加算（Ⅰ）イ

① GHの職員として看護師を常勤換算方法で一名以上配置

② GHの職員である看護師又は病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーションの看護師との連携により、二十四

時間連絡できる体制を確保

③ 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説

明し、同意を得ていること

医療連携体制加算（Ⅰ）ロ

① GHの職員として看護職員を常勤換算方法で一名以上配置

② GHの職員である看護職員又は病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーションの看護師との連携により、二十

四時間連絡できる体制を確保

※ ただし、①の看護職員が「准看護師のみ」の場合、病院、診療所又は指定訪問看護ステーションの看護師

により、二十四時間連絡できる体制を確保する

③ 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説

明し、同意を得ていること

医療連携体制加算（Ⅰ）ハ

① GHの職員として又は病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーションとの連携により、看護師を一名以上確保

② 看護師により二十四時間連絡できる体制を確保

③ 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説

明し、同意を得ていること



◆ 4-1 認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算の見直し 

厚生労働大臣が定める施設基準

医療連携体制加算（Ⅱ）については、医療的ケアが必要な者の受入要件を評価

次のいずれも要件を満たす

① 医療連携体制加算（Ⅰ）イ・ロ・ハのいずれかを算定

② 算定日が属する月の前3か月間において、いずれかに該当する入居者が1名以上
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6. 人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態

7. 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態

8. 褥瘡に対する治療を実施している状態

9. 気管切開が行われている状態

10. 留置カテーテルを使用している状態

11. インスリン注射を実施している状態

1. 喀痰吸引を実施している状態

2. 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態

3. 中心静脈注射を実施している状態

4. 人工腎臓を実施している状態

5. 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター
測定を実施している状態

医療連携体制加算（まとめ）



◆ 4-2 協力医療機関との定期的な会議の実施

協力医療機関連携加算 報酬告示 別表5 ニ

協力医療機関と入居者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に行うことを評価する。

ただし、医療連携体制加算を算定していない場合は、算定しない。

　協力医療機関連携加算（Ⅰ）　協力医療機関が、基準第105条2項の各号を満たす　… 100単位/月

　協力医療機関連携加算（Ⅱ）　それ以外 … 40単位/月
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協力医療機関等 基準 第105条第2項

協力医療機関は、次の要件を満たすよう努めること（新設）

1. 病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保している

2. GHから診療の求めがあった際に、診療を行う体制を、常時確保している
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協力医療機関連携加算の意義

高齢者施設等と協力医療機関との実効性のある連携体制を構築する観点から、入居者の急変時等に備え

た関係者間の平時からの連携を強化するもの

協力医療機関連携加算 解釈通知

会議の対象者や内容について

特に、協力医療機関に診療を依頼する可能性が高い入居者や新規入居者を中心に情報共有や対応の確認

等を行う。

※ 必ずしも入居者全員について詳細な病状等を共有しないこととしても差し支えない

協力医療機関連携加算（Ⅰ）の留意点

加算（Ⅰ）の要件を、複数の協力医療連携機関で満たす場合は、それぞれの医療機関と会議を行う必要が

ある。

◆ 4-2 協力医療機関との定期的な会議の実施

月 火 水 木 金 土 日

協力医療機関A

協力医療機関B

☆協力医療機関Aと協力医療機関Bとも会議を行う必要がある

常時対応可 対応できない曜日

対応できない曜日 常時対応可

月 火 水 木 金 土 日

協力医療機関A

協力医療機関B

☆協力医療機関Aと会議を行う必要がある

常時対応可

※105条2項の体制を結んでいない
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協力医療機関連携加算（Ⅰ）の留意点

加算（Ⅰ）の算定にあたり、基準第105条第3項の届出として当該要件を満たす医療機関の情報を届出ない

場合は速やかに届出ること

協力医療機関連携加算 解釈通知

◆ 4-2 協力医療機関との定期的な会議の実施

協力医療機関等 基準 第105条第3項

１年に１回以上、協力医療機関と急変時の対応について協議するとともに、協力医療機関の名称等を、指定

権者に届け出なければならない

医療機関名 医療機関コード

医療機関名 医療機関コード

医療機関名 医療機関コード

医療機関名 医療機関コード

医療機関名 医療機関コード

医療機関名 医療機関コード

①施設基準（※1）第1号（※2）
　の規定を満たす協力医療機関 入所者等が急変した場合等の

対応の確認を行った日
令和　年　月　日

協力医療機関の
担当者名

②施設基準（※1）第2号（※3）

　の規定を満たす協力医療機関 入所者等が急変した場合等の

対応の確認を行った日
令和　年　月　日

協力医療機関の

担当者名

（事業所・施設種別４～８のみ）

③施設基準（※1）第3号（※4）
　の規定を満たす協力病院 入所者等が急変した場合等の

対応の確認を行った日
令和　年　月　日

協力医療機関の
担当者名

協

力
医

療
機
関

上記以外の協力医療機関

加算（Ⅰ）の要件を満たす医療

機関を①及び②に記載して届出

ているか。

届出の際は、各協力医療機関と

の協力内容が分かる書類（協定

書等）を添付を忘れずに
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会議の開催頻度について

「会議を定期的に開催」とは、概ね月に１回以上開催されている必要がある。

※ ただし、電子的システムにより当該協力医療機関において、当該事業所の入居者の情報が随時確認でき

る体制が確保されている場合には、定期的に年３回以上開催することで差し支えない

※ なお、協力医療機関へ診療の求めを行う可能性の高い入居者がいる場合においては、より高い頻度で

情報共有等を行う会議を実施することが望ましい

協力医療機関連携加算 解釈通知

会議のその他留意事項

本加算における会議は、指定地域密着型サービス基準第105条第３項に規定する、入居者の病状が急変した

場合の対応の確認と一体的に行うこととしても差し支えない

会議の開催状況については、その概要を記録しなければならない。

◆ 4-2 協力医療機関との定期的な会議の実施



69

協力医療機関連携加算 新Q&A 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）

問151 要支援２について算定できるのか。

（答）　

要支援者については、「介護予防認知症対応型共同生活介護費」の対象となるが、これについては、協力医療機

関連携加算は設けていないことから、算定できない。

◆ 4-2 協力医療機関との定期的な会議の実施

協力医療機関連携加算 新Q&A 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）

問152 協力医療機関連携加算は、グループホームのショートステイ利用者は対象となるか。

（答）　

本加算制度は協力医療機関と利用者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催することを評価するも

のである。

ショートステイ等既に居宅サービスを利用している者の情報共有は居宅サービスのケアマネジャー等が行うもの

であるため、当該加算の対象とはならない。
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協力医療機関連携加算 新Q&A 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）

問127 協力医療機関連携加算について、入所者の病歴等の情報を共有する会議に出席するのはどんな職種を想定

しているか。

（答）　

職種は問わないが、入所者の病歴その他健康に関する情報を協力医療機関の担当者に説明でき、急変時等にお

ける当該協力医療機関との対応を確認できる者が出席すること。

◆ 4-2 協力医療機関との定期的な会議の実施

協力医療機関連携加算 新Q&A 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.2）

問13 基準省令に規定する要件全てを満たす医療機関を、協力医療機関として複数定める場合、協力医療機関連携

加算の算定にあたっての定期的な会議は、当該医療機関のうち1つの医療機関と行うことで差し支えないか。

（答）　

差し支えない。
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第二項 協力医療機関として求める要件（努力義務）

　① 急変時の相談対応を行う体制

　② 常時診療できる体制

第三項 一年に一回以上、病状急変時の対応について

確認し、届出する（義務）

◆ 4-2 協力医療機関との定期的な会議の実施（まとめ）

協力医療機関等

協力医療機関連携加算（Ⅰ）

基準105条第2項各号を満たす協力医療機関

概ね月一回以上、利用者の現病歴について情報

共有

協力医療機関連携加算（Ⅱ）

概ね月一回以上、利用者の現病歴について情報

共有

協力医療機関連携加算基準 第105条 報酬告示 別表5 ニ

基準の会議の目的内容

グループホームと協力医療機関の協定内容（急変時

の対応等）を確認する

入居者の急変時等における対応を確認し、実効性の

ある連携体制を確保する

※入所者個人の病状などの確認は要しない

協力医療機関連携加算の会議の目的内容

入所者個人の病状などを確認する

平時からの連携を強化することで、急変時に実効性

のある体制を構築

※特に、診療の可能性の高い入居者について情報共

有を行う

R6.5.26時点日向市解釈



◆ 4-３ 入院時等の医療機関への情報提供

退居時情報提供加算 報酬告示 別表５ ヘ

利用者がグループホームを退居し、医療機関に入院する場合において、利用者の同意を得て、

利用者の心身の状況、生活歴等を示す情報を情報提供を行うことを評価する

　利用者１名につき１回限り算定可能 250単位
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情報提供の方法について

別紙様式９の文書に必要な事項を記載の上、当該医療機関に交付する

交付した文書の写しを介護記録等に添付する

退居時情報提供加算 解釈通知

算定にあたっての留意事項

入居者が医療機関に入院後、当該医療機関を退院し、同一月に再度当該医療機関に入院する場合には、本

加算は算定できない。

◆ 4-３ 入院時等の医療機関への情報提供

別紙様式９ 記入日： 　　　　年　　　月　　　日
退居日： 　　　　年　　　月　　　日

情報提供日： 　　　　年　　　月　　　日

TEL：　　　　　　　　　　　　 FAX：

１．利用者(患者)基本情報について
（ﾌﾘｶﾞﾅ）　　　　　

 西暦 年 月 日生

　□　　　　割   　　   □ 不明 　□ なし　 □ あり（　身体 ・ 精神 ・ 知的　）

２．家族連絡先について

（同居・　別居） 電話番号

（同居・　別居） 電話番号

３．意思疎通について

　□問題なし 　□やや難あり 　□困難

　□問題なし 　□やや難あり 　□困難

　□なし 　□あり

　□なし 　□あり

４．口腔・栄養について

　□経口 □経管栄養　 □静脈栄養 　□なし　　　 □あり （ ）

　□なし □あり 　□なし □あり （ 　□薄い 　・ 　□中間　 ・ 　□濃い　 ） 

　□米飯　□軟飯　□全粥　□その他（ ） 　□普通　 □軟菜　 □その他（　　　　 ）

　□なし □あり （ □部分　・　□総 ） 　□できる □できない

　□なし　　　 □あり 　□なし　 □あり （ ）

５．お薬について　　　※必要に応じて、「お薬手帳（コピー）」を添付

　□ なし　 □ あり 　□ なし　 □ あり （職種： 　 ）

　□ 自己管理　 □自己管理以外　（管理方法：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　  　　　 　 ）

　□ 自立 □一部介助（介助内容： ） □全介助

　□なし　　　 □あり（ ） 　□なし　 □あり（ ）

　□本人・家族等との話し合いを実施している（最終実施日：　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　　　 ）

　□話し合いを実施していない　 　　（　□本人からの話し合いの希望がない　　□それ以外　）

※本人・家族等との話し合いを実施している場合のみ記載

　□下記をご参照ください　　　　　　　　　　　 □別紙参照（ 入所中に記載した書類等：

　□本人 □家族（氏名： 続柄： ） （氏名： 続柄： ）

　□医療・ケアチーム □その他（ ）

上記の他、人生の最終段階における医療・ケアに関する情報で医療機関と共有したい内容

医療機関名： 施 設 名 ：
ご担当者名： 担当者名：

利用者(患者)／家族の同意に基づき、　　　　　　　年　　　　月　　　　日時点の施設生活における利用者情報（身体・生活機能など）を送付します。是非ご活用下さい。

氏名 生年月日

退居時の要介護度 　□ 要支援（　　　　）　　□要介護（　　　　）　　有効期間：　　　年　　　月　　　日　　～　　年　　　月　　　日
　□ 申請中(申請日　　　／　　 ）　　　□区分変更（申請日　　　　／　　）　　□ 未申請

障害高齢者の
日常生活自立度

　□自立 
　□J１ □J２ □A１ □A２ □B１ □B２ □C１ □C２                

認知症高齢者の
日常生活自立度

　□自立  
　□Ⅰ □Ⅱa  □Ⅱb  □Ⅲa  □Ⅲb □Ⅳ □M

介護保険の自己負担割合 障害手帳の有無

年金などの種類 　□ 国民年金　　　　　□ 厚生年金　　　　　□ 障害年金　　　　　□ 生活保護　　　　　□ その他 (　　 　　　　　　　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 )

主介護者氏名 （続柄　　　・　　才）

意思決定支援者（代諾者） （続柄　　　・　　才）

視力

聴力

眼鏡

補聴器

摂食方法 食物アレルギー

摂食嚥下機能障害 水分（とろみ）

食形態（主食） 食形態（副食）

義歯使用 左右両方の奥歯で
しっかりかみしめられる

歯の汚れ 歯肉の腫れ、出血

特記事項

内服薬 居宅療養管理指導

薬剤管理

服薬介助

薬剤アレルギー 特記事項

６．人生の最終段階における医療・ケアに関する情報
　　　※本人の意思は変わりうるものであり、本記載が最新の意向を反映しているとは限らないため、常に最新の意向の確認が必要であることについて十分に留意すること

本人・家族の意向        )

退居時情報提供書

意思疎通

　□会話に支障がない
　□複雑な会話はできないが、普通に会話はできる
　□普通に会話はできないが、具体的な欲求を伝えることはできる
　□会話が成り立たないが、発語はある
　□発語がなく、無言である

意向の話し合い

話し合いへの参加者

医療・ケアに関して本人または
本人・家族等と医療・ケアチー

ムで話し合った内容

その他

７．退居前の身体・生活機能の状況／療養生活上の課題について

　□クッション □体位変換（　　　時間毎） 　□その他（ ） 　□なし

　同封の書類をご確認ください。 □ アセスメントシート（フェイスシート） □その他（ ）

　□なし　□あり

　みまもりの必要性：日常生活で安全に過ごすためにどの程度ほかの人によるみまもりが必要か

　□見守ってもらうことなく過ごすことができる □1日1回様子を確認してもらえれば一人で過ごすことができる

　□半日程度であれば見守ってもらうことなく一人で過ごすことができる □30分程度ならみまもってもらうことなく一人で過ごすことができる

　□常にみまもりが必要である

　見当識：現在の日付や場所等についてどの程度認識できるか

　□年月日はわかる □年月日はわからないが、現在いる場所の種類はわかる

　□場所の名称や種類はわからないが、その場にいる人が誰だかわかる □その場にいる人が誰だかわからないが、自分の名前はわかる

　□自分の名前がわからない

　近時記憶：身近なものを置いた場所を覚えているか

　□常に覚えている □たまに（週1回程度）忘れることがあるが、考えることで思い出せる

　□思い出せないこともあるが、きっかけがあれば自分で思い出すこともある □きっかけがあっても、自分では置いた場所をほとんど思い出せない

　□忘れたこと自体を認識していない

　遂行能力：テレビや電動ベッド等の電化製品を操作できるか

　□自由に操作できる □チャンネルの順送りなど普段している操作はできる

　□操作間違いが多いが、操作方法を教えてもらえれば使える □リモコンを認識しているが、リモコンの使い方が全くわからない

　□リモコンが何をするものかわからない

　□なし 　□不明

　□あり （頻度：□0回　□1回　□2回以上）（直近の入院理由：　　　　　           　　 期間：令和　　年　　月　　日 ～ 令和　　年　　月　　日）

８．退居前の生活における介護/医療の状況、本人の関心等

　介護・医療サービスの利用状況、生活歴や趣味・嗜好等

　　　同封の書類をご確認ください。 　　□ 施設サービス計画(1)～(3) 　　□ アセスメントシート（フェイスシート） 　□その他（ ）

　特記事項：

９．かかりつけ医について

１０．カンファレンス等について（ケアマネジャー、支援相談員等からの希望）

　□希望あり

　具体的な要望（ ）

麻痺の状況 □右上肢 □左上肢 □右下肢 □左下肢 褥瘡等の有無 　□なし　□あり（部位・深度・大きさ等　　　　　　　　　　　）

褥瘡等への対応 　□エアーマット

移乗 □自立 □見守り □一部介助 □全介助 移動 □自立 □見守り □一部介助 □全介助

移動（屋外） □杖 □歩行器 □車椅子 □その他 移動（屋内） □杖 □歩行器 □車椅子 □その他

食事 □自立 □見守り □一部介助 □全介助 排泄 □自立 □見守り □一部介助 □全介助

退居前のADL/IADL

ADL・IADLに関する
直近2週間以内の変化

かかりつけ医療機関１ かかりつけ医療機関２

医師名 医師名

かかりつけ歯科医療機関

歯科医師名

過去半年間における入院

介護/医療の状況・
本人の関心等

かかりつけ薬局

「退院前カンファレンス」
への参加

認知機能の状況



◆ 4-4 高齢者施設等における感染症対応力の向上

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 報酬告示 別表５ ヨ / 厚生労働大臣の定める基準

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ):　新興感染症や一般的な感染症に対応するための体制を評価する

次の基準いずれも適合すること

① 第二種協定指定医療機関と新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保すること

② 協力医療機関と一般的な感染症の発生時の対応を取り決め、一般的な感染症発生時に、連携し

て対応すること

③ 下記要件を満たす医療機関が行う院内感染に関する研修又は訓練に一年に一回以上参加してい

ること

感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関等

74

新興感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条の下記項に規定される感染症

第7項…新型インフルエンザ感染症 ※季節性インフルは該当しません

第8項…指定感染症　※現在該当なし

第9項…新感染症　※現在該当なし

※ 新型コロナウィルス（令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有す

ることが新たに報告されたもの）は、5類感染症に分類されたため、新興感染症に該当しません

一般的な感染症とは、新興感染症を除く感染症のこと（コロナウィルスやインフルなど）
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医療機関等が行う院内感染に関する研修又は訓練について

感染対策を担当する者が、少なくとも１年に１回以上参加し、指導及び助言を受けること。

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 解釈通知

対象となる医療機関は、次のいずれかの加算に係る届出を行った医療機関

診療報酬の算定方法別表第１医科診療報酬点数表の区分番号Ａ234－２に規定する感染対策向上加算

医科診療報酬点数表の区分番号Ａ000に掲げる初診料の注11及び再診料の注15に規定する外来感染対

策向上加算

◆ 4-4 高齢者施設等における感染症対応力の向上

基準第33条第2項第3項の「感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練」について

上記の医療機関等における研修又は訓練の内容を含めたものとすること

※ 感染症対策を対策する者が上記加算に係る訓練・研修を受け、その内容を従業者に対し、研修及

び訓練を行うことで、事業所の感染症対策の実効性を確保するもの

対象となる研修または訓練は、上記医療機関等が行う次のもの

院内感染対策に関するカンファレンス

職員向けに実施する院内感染対策に関する研修

もしくは、地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンス
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新興感染症の発生時等の対応を行う体制について

第二種協定指定医療機関と新興感染症の発生時等の対応を行う体制の確保が要件の一つ。

新興感染症発生時等の対応として、例えば、次のことが求められる

感染発生時等における相談

そのため、本加算における連携の対象となる第二種協定指定医療機関は診療所、病院に限る

※ 第二種協定指定医療機関である薬局や訪問看護ステーションとの連携を行うことを妨げるものではない

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 解釈通知

入院の要否の判断　等

◆ 4-4 高齢者施設等における感染症対応力の向上

一般的な感染症が発生した場合の体制ついて

季節性インフルエンザやノロウイルス感染症、新型コロナウイルス感染症など特に高齢者施設等において流行

を起こしやすい感染症について、協力医療機関等と連携し、感染した入所者に対して適切に医療が提供され

る体制が構築されていること

特に新型コロナウイルス感染症については、引き続き感染者の対応が可能な医療機関との連携体制を確保し

ていること

感染者の診療感染者の診療

(R6.5.7現在日向市内の第二種協定指定医療機関)

病院…和田病院、千代田病院、鮫島病院

有床診療所…古賀内科胃腸科、今給黎医院

無床診療所…青柳内科循環器科、吉田クリニック、大久保外科胃腸科医院、日向たかいしクリニック、
なでしこ内科、松岡内科医院、なかむら内科循環器内科、日向市初期救急診療所、家村内科、なおの
耳鼻咽喉科、かい外科整形外科スポーツリハビリテーションクリニック、やまうち泌尿器科内科、こど
もクリニックたしろ
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高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 新Q&A 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）

問128 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）について、診療報酬の感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った

医療機関が実施する院内感染対策に関するカンファレンス及び訓練や職員向けに実施する院内感染対策に関する研修、地域の医師会

が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンス及び訓練とは具体的にどのようなものであるか。

また、これらの カンファレンス等はリアルタイムでの画像を介したコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な機器を用いて参加するこ

とでもよいか。

（答）　高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）の対象となる研修、訓練及びカンファレンスは以下の通りである。

① 感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算の届出を行った医療機関において、感染制御チーム（外来感染対策向上加

算にあっては、院内感染管理者。）により、職員を対象として、定期的に行う研修

② 感染対策向上加算１に係る届出を行った保険医療機関が、保健所及び地域の医師会と連携し、感染対策向上加算２又は３に

係る届出を行った保険医療機関と合同で、定期的に行う院内感染対策に関するカンファレンスや新興感染症の発生時等を

想定した訓練

③ 地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスや新興感染症の発生時等を想定した訓練

感染対策向上加算１に係る届出を行った医療機関が主催するカンファレンスについては、その内容として、薬剤耐性菌等の分離状況

や抗菌薬の使用状況などの情報の共有及び意見交換を行う場合もあるため、カンファレンスの内容として、高齢者施設等における

感染対策に資するものであることを事前に確認の上、参加すること。

また、これらの カンファレンス等については、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な機器を用い

て参加しても差し支えない。

◆ 4-4 高齢者施設等における感染症対応力の向上
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高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 新Q&A 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）

問129 「第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること」とあるが、第二種協定指定

医療機関である医療機関をどのように把握すればよいか。また、診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算の届

出を行っている医療機関をどのように把握すればよいか。

（答）　

都道府県と医療機関の医療措置協定の締結は令和６年４月から９月末までに行うこととされており、都道府県において、協定締結し

た医療機関を公表することとされている。

また、診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算の届出を行っている医療機関については、地方厚生局のホー

ムページに掲載されているので参照されたい。

九州厚生局

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/index_00007.html

※「医科」のファイルをご参照ください。受理番号に感染対策１、感染対策２、感染対策３、外来感染の記載のある医療機関が該当

します。

◆ 4-4 高齢者施設等における感染症対応力の向上
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第二種協定指定医療機関とは

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下感染症法）に基づき、

平時にあらかじめ都道府県等と医療機関等がその機能・役割に応じた協定を締結し、

新興感染症の発生・まん延時にはその協定に基づいて医療提供する仕組み等として法定化されました（令

和6年4月1日施行）

宮崎県ホームページ　感染症法に基づく医療措置協定について

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/yakumukansensho/kurashi/hoken/20230622170633.html

新興感染症とは

感染症法の新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症を基本とする

(R6.5.7現在日向市内の第二種協定指定医療機関)

病院…和田病院、千代田病院、鮫島病院

有床診療所…古賀内科胃腸科、今給黎医院

無床診療所…青柳内科循環器科、吉田クリニック、大久保外科胃腸科医院、日向たかいしクリニック、なでしこ内科、松岡内科医院、なかむら内科循
環器内科、日向市初期救急診療所、家村内科、なおの耳鼻咽喉科、かい外科整形外科スポーツリハビリテーションクリニック、やまうち泌尿器科内
科、こどもクリニックたしろ

薬局…なでしこ薬局、みかど薬局、トロン薬局日向、しおみ薬局、財光寺薬局、フレンド薬局、フラワー薬局　みみつ、つばき薬局、富高薬局　財光寺
支店、そね薬局、ひむか薬局鶴町店、富高薬局　お倉ヶ浜店、スバル薬局、さくら薬局、きらり薬局

訪問看護ステーション…訪問看護ステーション えん

◆ 4-4 高齢者施設等における感染症対応力の向上

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/yakumukansensho/kurashi/hoken/20230622170633.html


80

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 新Q&A 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）

問130 第二種協定指定医療機関との連携について、感染症法に基づく都道府県との医療措置協定の締結は令和６年９月末までに行う

こととされているが、令和６年９月末までの間は、どのような医療機関と連携すればよいか。

（答）　

令和６年９月末までの間は、現に感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算の届出を行っている医療機関と連携することでも差

し支えない。

なお、令和６年10月以降については、第二種協定指定医療機関と連携することが必要であることから留意すること。

◆ 4-4 高齢者施設等における感染症対応力の向上

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 新Q&A 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）

問131 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）について、感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関等

が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に１年に１回以上参加していることとあるが、令和７年３月 31 日までの間にあっては、３月 

31 日までに研修又は訓練に参加予定であれば算定してよいか。

（答）　

医療機関等に研修又は訓練の実施予定日を確認し、高齢者施設等の職員の参加の可否を確認した上で令和７年３月 31 日までに当

該研修又は訓練に参加できる目処があれば算定してよい。



◆ 4-4 高齢者施設等における感染症対応力の向上

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ):

感染対策に係る要件を満たす医療機関から実地指導を受けることを評価

次の要件を満たす医療機関から３年に一回以上、実地指導を受けていること

診療報酬における「感染対策向上加算」に係る届出を行った医療機関
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※併算定OK

報酬告示 別表５ ヨ / 厚生労働大臣の定める基準
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実地指導を行う者について

感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関において設置された感染制御チームの専任の医師又は看護

師等が行うことが想定される

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） 解釈通知

◆ 4-4 高齢者施設等における感染症対応力の向上

基準第33条第2項第3項の「感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練」について

上記の医療機関等による実地指導の内容を含めて、介護職員その他従業者へ研修及び訓練をすること
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高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） 新Q&A 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）

問132 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）について、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が行う実地

指導の具体的な内容について示されたい。

（答）　

実地指導の内容について限定するものではないが、以下のものが挙げられる。

施設等の感染対策の現状の把握、確認（施設等の建物内の巡回等）

施設等の感染対策状況に関する助言・質疑応答

個人防護具の着脱方法の実演、演習、指導等

感染疑い等が発生した場合の施設等での対応方法（ゾーニング等）に関する説明、助言及び質疑応答

その他、施設等のニーズに応じた内容

単に、施設等において机上の研修のみを行う場合には算定できない。

◆ 4-4 高齢者施設等における感染症対応力の向上
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高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） 新Q&A 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）

問133 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）について、令和６年４月以前に新型コロナウイルス感染症等に対する感

染対策として、医療機関の医師若しくは看護師等による実地指導又は厚生労働省の事業において実施された実地研

修を受けている場合は、実地指導又は実地研修を受けた日から起算して３年間算定してよいか。

※令和３年度、令和４年度「介護サービス類型に応じた感染症対策向上による業務継続支援業務」における感染症の

専門家による実地での研修、令和５年度「感染症の感染対策及び業務継続（ BCP ）策定に係る調査研究及び当該調

査研究を踏まえた研修業務」における感染症の専門家による実地での研修

（答）　

算定可能である。

ただし、感染対策向上加算に係る届出を行っている医療機関の医師若しくは看護師等による実地指導又は厚生労

働省の事業において実施された実地研修であること。

◆ 4-4 高齢者施設等における感染症対応力の向上



◆ 4-5 施設内療養を行う高齢者施設等への対応

新興感染症等施設療養費 報酬告示 別表５ タ

利用者が厚生労働省の定める感染症に感染した際に、次の対応を行った場合に算定する。

1. 相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保すること

2. 当該利用者へ、適切な感染対策を行った上で、該当する介護サービスを提供すること
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(※)厚労省の定める感染症は、現時点で指定されておらず、パンデミックがあった際に必要に応じて指定されるため、新興感染症の
　流行や厚労省の動向を踏まえて、給付請求する必要がある。
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新興感染症等施設療養費の意義・目的

下記を観点として、必要な感染対策や医療機関との連携体制を確保した上で感染した高齢者の療養を施設内

で行うことを評価する

事業所内で感染した高齢者に対して必要な医療やケアを提供するため

感染拡大に伴う病床ひっ迫を避けるため

新興感染症等施設療養費 解釈通知

厚生労働大臣の指定する感染症について

今後のパンデミック発生時等に必要に応じて厚生労働大臣が指定する

令和６年４月時点においては、指定している感染症はない

適切な感染対策について

手洗いや個人防護具の着用等の標準予防策（スタンダード・プリコーション）の徹底、ゾーニング、コホーティ

ング、感染者以外の入所者も含めた健康観察等を指す。

具体的には、「介護現場における感染対策の手引き（第３版）」を参考とする

◆ 4-5 施設内療養を行う高齢者施設等への対応



◆ 4-6 認知症の対応力向上

※ 入居者Aは認知症専門加算、入居者Bは認知症チームケア加算を算定するということは可能（Q&A 問8より）

認知症チームケア推進加算 報酬告示 別表５ リ 

別に厚生労働大臣が定める者に対して、認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応（以下、予防等）に
資するチームケアを行った場合、次の区分で算定する

① 認知症チームケア推進加算（Ⅰ）　150単位/月

② 認知症チームケア推進加算（Ⅱ）　200単位/月

※ 認知症専門ケア加算を算定している場合は、算定できない。
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認知症チームケア推進加算の対象者 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等

認知症対応型共同生活介護費のリの注の厚生労働大臣が定める者

周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者　※認知症自立度Ⅱ以上



◆ 4-6 認知症の対応力向上
認知症チームケア加算（Ⅰ） 厚生労働大臣が定める基準

次に掲げる基準のいずれも満たすこと

① 認知症日常生活自立度がⅡ以上の者が、利用者の半数を占めること

② 次のいずれかを満たす者を１名以上配置

• BPSDの予防等に資する「認知症介護の指導に係る専門的研修」

• 認知症介護の専門的研修、及び、BPSDの予防等に資するケアプログラムを含む研修

③ 複数人の介護職員からなるBPSDに対応するチームを組むこと

④ 利用者に対し、個別にBPSDの評価を計画的に行い、BPSDの予防等に資するチームケアを実施すること

⑤ カンファレンスの開催、計画の作成、BPSDの有無・程度について定期的な評価、振り返り、見直しをすること
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◆ 4-6 認知症の対応力向上

認知症の行動・心理症状（BPSD）の未然防止もしくは早期対応の取組を評価する

① 認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上の者が、利用者の半数を占めること

② BPSDの予防等に資する認知症介護に係る専門的研修を終了したものを１名以上配置すること

③ 複数人の介護職員からなるBPSDに対応するチームを組むこと

④ 利用者に対し、個別にBPSDの評価を計画的に行い、BPSDの予防等に資するチームケアを実施すること

⑤ カンファレンスの開催、計画の作成、BPSDの有無・程度について定期的な評価、振り返り、見直しをすること
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認知症チームケア加算（Ⅱ） 厚生労働大臣が定める基準

認知症チームケア推進加算の内容については、別途通知（「認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項

等について」）を参照すること

認知症チームケア推進加算 解釈通知
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◆ 4-6 認知症の対応力向上
認知症チームケア推進加算 認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について

基本的な考え方 ※認知症の行動・心理症状…BPSD

チームで取組むことについて

① 加算対象者個人に対して、BPSDの評価指標を用いて評価を実施する

② 評価結果に基づき、チームケアの計画を作成・実施する

本加算は、研修修了者を中心に、複数人の介護職員がチームを組み、日頃から入居者に対し適切な介護を提供する

※ 評価の結果と整合性のとれた計画を作成すること

※ 画一的な計画にならないようにすること

※ ケアにおいて、入居者等の尊厳が十分保たれるように注意すること

チームケアの実施の留意点

① 対象者一人につき月一回以上の定期的なカンファレンスを実施すること

② カンファレンスでは、BPSDを含めて、個々の入所者の状態を評価し、ケア計画策定、ケアの振り返り、

状態の再評価、ケアの見直し等を行うこと

認知症の入居者の尊厳を保持した適切な介護を提供することが目指すべき方向性である。

日頃から適切な介護を行うことで、BPSDの出現を予防し、出現時にも早期対応し、重症化を防ぐことができる

※ ②の入所者の状態評価などは、「認知症チームケア推進加算・ワークシート」及び介護記録等に詳細に記録すること

※ 心身の状態や環境等の変化が生じたとき等は、その都度カンファレンスを開催し、再評価、ケア方針の見直し等を行うこと
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◆ 4-6 認知症の対応力向上
認知症チームケア推進加算 認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について

加算対象者

※予防等…予防及び出現時の早期対応

加算要件

認知症チームケア加算（Ⅰ）

日常生活自立度（認知症）のランクⅡ、Ⅲ、Ⅳ又はＭに該当する入居者

次のいずれかの者の配置を要する

① 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護の指導に係る研修を終了している者

② 次の両方を終了している者

① 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修

② 認知症の行動・心理症状の予防等に資するケアプログラムを含んだ研修

下記のいずれも満たす者を指す

① 「認知症介護指導者養成研修」を修了している

② 認知症チームケア推進研修を修了している

要件を満たす者とは次の者をいう
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◆ 4-6 認知症の対応力向上
認知症チームケア推進加算 認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について

加算対象者

※予防等…予防及び出現時の早期対応

加算要件

認知症チームケア加算（Ⅱ）

日常生活自立度（認知症）のランクⅡ、Ⅲ、Ⅳ又はＭに該当する入居者

次の者の配置を要する

認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を終了している者

下記のいずれも満たす者を指す

① 「認知症介護実践者リーダー研修」を修了している

② 認知症チームケア推進研修を修了している

要件を満たす者とは次の者をいう

その他

一人の研修修了者が、すべてのチームに対応できないときは、複数人が研修を終了するようにすること
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※ 宮崎県の実施する認知症介護実践リーダー研修が、今後、当該加算の要件を満たすよう研修内容を変更するかどうかの確認は

できていない。

◆ 4-6 認知症の対応力向上
認知症チームケア推進加算 新Q&A

問１　「認知症チームケア推進研修（認知症である入所者等の尊厳を保持した適切な介護、BPSD の出現・重症化を

予防するケアの基本的考え方を理解し、チームケアを実践することを目的とした研修をいう）」について、研修内容

はどのようなものか。また、研修はどこが実施主体となるのか。

（答）　

研修内容は、以下に示す認知症の人へのケアに関する内容を含むものとする。

BPSD のとらえかた

重要なアセスメント項目

評価尺度の理解と活用方法

ケア計画の基本的考え方

チームケアにおけるPDCA サイクルの重要性

チームケアにおけるチームアプローチの重要性

また、研修の実施主体は、認知症介護研究・研修センター（仙台、東京、大府）であり、全国の介護職員を対象とし

て研修を実施する予定としているが、各都道府県・指定都市が実施主体となることや、各都道府県・指定都市が実

施している認知症介護実践リーダー研修に上記の研修内容を追加して実施することは差し支えない。

なお、各都道府県・指定都市において上記の研修を認知症介護実践リーダー研修に追加して実施する場合には、

認知症チームケア推進研修の研修内容が含まれた研修を修了した旨を修了証に記載するなど明確になるよう配

慮されたい。

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.2）
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◆ 4-6 認知症の対応力向上
認知症チームケア推進加算 新Q&A

問２ 認知症チームケア推進加算（Ⅰ）では現行の認知症介護指導者養成研修修了のみでは、要件を満たさないとい

う認識で良いか。また、認知症チームケア推進加算（Ⅱ）は、同様に認知症介護実践リーダー研修の修了のみでは要

件を満たさないという認識で良いか。

（答）　貴見のとおり。

本加算（Ⅰ）では、現行の認知症介護指導者養成研修の修了とともに、認知症チームケア推進研修を修了する必

要がある。

同様に、本加算（Ⅱ）では、認知症介護実践リーダー研修の修了とともに、認知症チームケア推進研修を修了す

る必要がある。

認知症チームケア推進加算 新Q&A

問３ 本加算は、認知症の行動・心理症状（BPSD）が認められる入所者等にのみ加算が算定できるのか。

（答）　

本加算は、BPSD の予防等に資する取組を日頃から実施していることを評価する加算であるため、本加算の対象

者である「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者」に対し、BPSDの予防等に資する

チームケアを実施していれば、算定が可能である。

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.2）

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.2）
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◆ 4-6 認知症の対応力向上
認知症チームケア推進加算 新Q&A 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.2）

問４ 本加算で配置要件となっている者は、複数の「認知症の行動・心理症状に対応するチーム」に参加可能と考え

てよいか。

（答）　貴見のとおり。

ただし、配置要件となっている者が複数のチームに参加する場合であっても、各々のチームにおいて、本加算に

おいて求められる計画の作成、BPSD の評価、カンファレンスへの参加等、一定の関与が求められる。

認知症チームケア推進加算 新Q&A 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.2）

問５ 「複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること」とあるが、介護職員

とはどのような者を指すか。

（答）　

本加算の対象である入所者等に対して、本加算の対象となるサービスを直接提供する職員を指す。

なお、職種については介護福祉士以外であっても差し支えない。
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◆ 4-6 認知症の対応力向上
認知症チームケア推進加算 新Q&A

問６ 対象者に対して個別に行う認知症の行動・心理症状（BPSD)の評価は、認知症チームケア推進研修において示

された評価指標を用いなければならないのか。

（答）　貴見のとおり。

認知症チームケア推進加算 新Q&A

問７ 認知症チームケア推進加算の算定要件は、入所(居)者又は入院患者のうち認知症日常生活自立度Ⅱ以上の者

の割合が1/2 以上であることが求められているが、届出日の属する月の前３月の各月末時点の入所者等数の平均

で算定するということで良いか。

（答）　貴見のとおり。

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.2）

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.2）

※ 届出日以後、算定する月の前3か月の月末時点の平均が1/2未満となった場合の対応については記載はないものの、要件である

「利用者総数のうち、認知症自立度Ⅱ以上の者の占める割合が二分の一以上」を満たさないことを鑑み、当然、算定できないも

の解釈している。
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◆ 4-6 認知症の対応力向上
認知症チームケア推進加算 新Q&A 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.2）

問８ 「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」（平成18 年３月14 日厚生労働省告示第

126 号）、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18 年３月14 日厚生労

働省告示第128 号)、「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」(平成1２年２月10 日厚生省告示

第21 号)において、認知症チームケア推進加算を算定している場合には同一の対象者について認知症専門ケア加算

の算定が不可とされているところ、同一施設内で、入所者等A に対しては認知症専門ケア加算、入所者等B に対して

は認知症チームケア推進加算を算定することは可能か。

（答）　可能である。

認知症チームケア推進加算 新Q&A 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.6）

問４ 厚生労働省の令和３～５年度老人保健健康増進等事業（※）において、研修を修了した者は、認知症チームケア

推進研修を修了した者とみなしてよいか。

※ 令和３年度BPSD の軽減を目的とした認知症ケアモデルの普及促進に関する調査研究、令和４～５年度BPSD の

予防・軽減を目的とした認知症ケアモデルの普及促進に関する調査研究（実施主体：社会福祉法人浴風会）

（答）　貴見のとおり。

なお、令和５年度BPSD ケア体制づくり研修修了者でない者については、令和６年度中に速やかに、認知症チー

ムケア推進ケア研修で用いる研修動画を視聴することが望ましい。
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◆ 4-6 認知症の対応力向上
認知症チームケア推進加算 新Q&A 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.2）

問９ 問８にあるように、同一施設内で対象者によって認知症専門ケア加算、認知症チームケア推進加算を算定する

ことができるのは、どのような趣旨か。

（答）　

認知症チームケア推進加算は、本来認知症ケアが目指す方向性を示す対応を求めたものではあるが、施設・事

業所内の入所者等の認知症の症状は、様々であることが想定される。

そのため、例えば、認知症専門ケア加算を算定している対象者が施設・事業所内に居る場合でも、認知症の症状

が不安定で、認知症チームケア推進加算に基づくケア提供が、より望ましいと認められる場合は、認知症専門ケ

ア加算から認知症チームケア推進加算に切り替えていただくことは、差し支えない。

各施設・事業所においては、各加算趣旨及び各入所者等の認知症の症状に鑑み、適切な対応をお願いしたい。
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◆ 4-6 認知症の対応力向上
認知症チームケア推進加算 新Q&A

問10 「別紙様式及び介護記録等」とは具体的に何を指すか。

（答）　

具体的には、下記のとおりであり、認知症チームケア推進加算算定にあたり、必ず作成が求められる。

別紙様式：認知症チームケア推進加算に係るワークシート

介護記録等：介護日誌や施設サービス計画書、認知症対応型共同生活介護計画書　等を示す。

なお、介護記録等については、入所者等の状態の評価、ケア方針、実施したケアの振り返り等を丁寧に記載され

ることが重要であり、例示した介護記録等以外のものを使用しても差し支えないほか、この加算のみのために、

新たな書式を定めることは必要ない。

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.2）
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◆ 4-6 認知症の対応力向上　認知症チームケア推進加算（まとめ）
日常生活自立度（認知症）のランクⅡ以上の者に対して、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを
行った場合、次の区分で算定する

① 認知症チームケア推進加算（Ⅰ）　150単位/月

② 認知症チームケア推進加算（Ⅱ）　200単位/月

※ 認知症専門ケア加算を算定している場合は、算定できない。

※ 入居者Aは認知症専門加算、入居者Bは認知症チームケア加算

を算定するということは可能（Q&A 問8より）

加算要件

認知症チームケア加算（Ⅰ）

認知症日常生活自立度がⅡ以上の者が、利用者の半数を占める

認知症介護指導者養成研修、及び、認知症チームケア推進研修を修了している者を一名以上配置

認知症チームケア加算（Ⅱ）

認知症日常生活自立度がⅡ以上の者が、利用者の半数を占める

認知症介護実践者リーダー研修、及び、認知症チームケア推進研修を修了している者を一名以上配置

実施するチームケア

① 加算対象者個人に対して、BPSDの評価指標を用いて評価を実施する

② 評価結果に基づき、チームケアの計画を作成し、実施する

I. 対象者一人につき月一回以上の定期的なカンファレンスを実施すること

II. カンファレンスでは、BPSDを含めて、個々の入所者の状態を評価し、ケア計画策定、ケアの振り返り、

状態の再評価、ケアの見直し等を行うこと ※ Ⅱの入所者の状態評価などは、「認知症チームケア推進加算・ワーク

シート」及び介護記録等に詳細に記録する



◆ 4-7 科学的介護推進体制加算の見直し
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科学的介護推進体制加算

他のLIFEを使う加算と併せてデータ提出をしやすい改正を行う

→他の加算とデータ項目を揃える

他の加算の提出時期と合わ
せて提出できるようにする



◆ 4-7 科学的介護推進体制加算の見直し
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◆ 4-8 介護職員の処遇改善

• サービス提供体制加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）

※令和6年6月から

介護職員等処遇改善加算 費用の額の基準

• 職種による配分ルールを撤廃、事業所内で柔軟に配分可能

• 介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内
で柔軟な配分を認める。

103

処遇改善Ⅳ

処遇改善Ⅲ

処遇改善Ⅱ

処遇改善Ⅰ

• 新加算(Ⅳ)の1/2以上（GHの場合、6.25%）を月額賃金で配分。他部分は一時金可

• 職場環境の改善（見直し有）

• 任用時に職責、職務内容が書面で定められ、職員に周知されている

• 資質向上のため、研修計画を定め、計画実施・機械を確保している

• 資格による昇給、昇進などの仕組みがある

• 昇給・昇進の仕組みを書面で定めており、職員に周知されている

• 改善後の賃金額が440万以上が１名以上(例外規定あり※)

• 職場環境等の処遇改善の内容をインターネット等で公表すること

※例外規定の詳細は通知待ち



◆ 4-8 介護職員の処遇改善Ⅴ ※令和6年6月から令和7年3月31日まで

介護職員等処遇改善加算Ⅴ 費用の額の基準

• 一本化後の新加算に直ちに移行できない事業所のため、激変緩和措置として、新加算 Ⅴ(1～ 14) を
令和７年３月までの間に限り設置。
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128
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◆ 4-9 介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進

生産性向上推進加算 報酬告示 別表5 レ

見守り機器などの導入により、業務改善を継続し、良質なサービスの提供と職場環境の改善を目指す加算

次の区分に従い算定する

　生産性向上推進加算（Ⅰ）　100単位/月

　生産性向上推進加算（Ⅱ）　 10単位/月
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◆ 4-9 介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進

生産性向上推進加算 厚生労働大臣が定める基準

生産性向上推進加算（Ⅰ）の要件： 次のいずれも適合すること

① 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委

員会において、次の事項に掲げる必要な検討を行い、及び、当該事項の実施を定期的に確認すること

A) 介護機器を活用する場合における利用者の安全及びケアの質の確保

B) 職員負担の軽減及び勤務状況への配慮

C) 介護機器の定期的な点検

D) 業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図るための研修

② ①の取組及び介護機器の活用により、業務の効率化及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減の実績

があること

③ 介護機器を複数種類活用していること

④ ①の委員会において、職員の業務分担の明確化等による業務の効率化及びケアの質確保並びに負担軽

減について必要な検討を行い、検討を踏まえて、必要な取組を実施すること。また、この取組を定期的に

確認すること

⑤ 事業年度ごとに①、③、④の取組に関する実績を厚生労働省へ報告すること
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介護機器…業務効率化及び質の向上、または職員負担軽減に資する機器



◆ 4-9 介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進

生産性向上推進加算 厚生労働大臣が定める基準

生産性向上推進加算（Ⅱ）の要件： 次のいずれも適合すること

① 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委

員会において、次の事項に掲げる必要な検討を行い、及び、当該事項の実施を定期的に確認すること

A) 介護機器を活用する場合における利用者の安全及びケアの質の確保

B) 職員負担の軽減及び勤務状況への配慮

C) 介護機器の定期的な点検

D) 業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図るための研修

② 介護機器を活用していること

③ 事業年度ごとに①、②の取組に関する実績を厚生労働省へ報告すること
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生産性向上推進体制加算の内容については、別途通知（「生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに

事務処理手順及び様式例等の提示について」）を参照すること。 

生産性向上推進加算 解釈通知

介護機器…業務効率化及び質の向上、または職員負担軽減に資する機器



◆ 4-9 介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進
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基本的な考え方

生産性向上推進加算 生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について

生産年齢人口が減少する一方、介護需要が増大する中で、介護人材の確保は喫緊の課題である。

介護機器の導入により、質の確保と負担軽減に資する生産性向上の取組（業務改善ともいう）が重要である。

介護業界全体で生産性向上の取組を図るため、令和6年度介護報酬改定で次の改定を実施する。

生産性向上委員会の設置義務付け（３年間の経過措置）

生産性向上推進加算の新設

※生産性向上委員会…利用者の安全並びに介護サービス

の質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討す

るための委員会

生産性向上推進加算の仕組み

生産性向上委員会の開催や必要な安全対策を行ったうえで、介護機器を一つ以上導入すること

生産性向上ガイドラインに基づいた業務改善を継続的に実施すること

事業年度ごとに一回、生産性向上の取組に関するデータを厚生労働省へ報告すること

生産性向上推進加算（Ⅱ）

生産性向上推進加算（Ⅰ）

生産性向上推進加算（Ⅱ）の要件を満たした上で、報告した実績データにより生産性向上の成果がある

介護機器の導入が複数種類導入している

職員間の適切な役割分担の取組を行っている

※ 職員間の適切な役割分担とは…特定の介護職員が利用者の介助に集中し

て従事することのできる時間帯を設けることやいわゆる介護助手の活用等



◆ 4-9 介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進
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生産性向上推進加算の仕組み（続き）

生産性向上推進加算 生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について

生産性向上推進加算のその他留意点

原則として、加算（Ⅱ）を算定し、生産性向上の取組を行い、その後加算（Ⅰ）への移行を想定する

ただし、加算新設以前から生産性向上の取組を行っている場合は、最初から加算（Ⅰ）を算定することも可

加算（Ⅰ）と加算（Ⅱ）の違いについて

加算（Ⅱ） 加算（Ⅰ）

生産性向上の成果の確認 要件としてない 生産性向上の成果（実績）が必要

介護機器の導入 １種類だけでOK 複数種類の導入が必要



◆ 4-9 介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進
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介護機器について

生産性向上推進加算 生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について

※ 介護機器の選定の留意点

※ 事業所の現状の把握及び業務面において抱えている課題の洗い

出しを行い、業務内容を整理し、職員それぞれの担うべき業務内

容及び介護機器の活用方法を明確化した上で、洗い出した課題の

解決のために必要な種類の介護機器を選定すること。

加算（Ⅰ）:　下記①から③のすべての機器を使用すること

加算（Ⅱ）：　下記①から③のうち、一つ以上を使用すること

介護機器 説明・備考 加算（Ⅰ）の留意点 加算（Ⅱ）の留意点

① 見守り機器 利用者がベッドから離れようとしている状態又は
離れたことを感知できるセンサー。
センサーから得られた情報を外部通信機能により
職員に通報できる

利用者又は家族等に必要な説明を行い同意を得
ること
利用者又は家族の意向に応じ、機器の試用を停
止することも可

すべての居室に設置する

※ すべての利用者を個別に
見守ることが可能な状態
をいう

② インカム等の職員間の連絡調整
の迅速化に資する機器

ビジネス用のチャットツール活用による職員間の
連絡調整の迅速化に資するICT機器も含む

同一の時間帯に勤務するす
べての介護職員が使用する
こと

同一の時間帯に勤務する
すべての介護職員が使用
すること

③ 介護記録ソフトウェアやスマー
トフォン等の介護記録の作成の
効率化に資するＩＣＴ機器

複数の機器の連携も含め、データ入力から記録・
保存・活用までを一体的に支援するものに限る



◆ 4-9 介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進

136

職員の業務分担の明確化による業務の効率及びケアの質の確保並びに職員負担軽減について

生産性向上推進加算 生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について

例えば、下記のような対応が想定される。生産性向上委員会で、現場の状況に応じた必要な検討をすること

加算（Ⅰ）の要件

業務内容の明確化や見直しを行い、職員間の適切な役割分担を実施すること

負荷が集中する時間帯の業務を細分化し、個人に集中することがないよう平準化すること

特定の介護職員が利用者の介助に集中して従事することのできる時間帯を設けること

いわゆる介護助手の活用を行うこと 

利用者の介助を伴わない業務の一部を外注すること

※ 介護助手の活用…食事等の準備や片付け、清掃、ベッド

メイク、ごみ捨て等、利用者の介助を伴わない業務を集

中的に実施する者を設けるなどの取組



◆ 4-9 介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進

137

生産性向上委員会について

生産性向上推進加算 生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について

参加者

① 利用者の安全及びケアの質の確保について

現場職員の意見が適切に反映されるよう、介護職員

含む幅広い職種やユニットリーダー等が参画する

開催頻度

三か月に一回以上

検討事項

次の①～④を検討し、必要に応じて業務改善に取り組むこと

a. 見守り機器等から得られる離床状況やバイタルサインの情報をもとに、見守り機器導入後の利用者の状態が
維持されているか確認する

b. 利用者の状態変化を踏まえ、介護機器の活用方法を変更する必要があるか、検討する

c. 見守り機器を活用する場合でも、特に注意するべき利用者について、定期巡回をするべきか検討する

d. 施設内で発生した、介護機器に付随する事故・ヒヤリハット事例を収集・把握し、原因の分析と再発防止策を検
討する

② 職員負担軽減及び勤務状況への配慮について

 介護機器導入後、職員にアンケート調査やヒアリングを行い、適切な人員配置や処遇改善がなされているか確認

a. ストレスや体調不安等、職員の心身の負担が増加していないか

b. 職員の負担が過度に増加している時間帯がないか

c. 休憩時間や時間外勤務の有無
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生産性向上委員会について

生産性向上推進加算 生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について

③ 介護機器の定期的な点検について

検討事項(続き)

次の①～④を検討し、必要に応じて業務改善に取り組むこと

④ 職員に対する研修について

 下記の内容を含む職員研修を行うこと

a. 介護機器の使用方法の講習

b. ヒヤリハット事例集の周知

c. ヒヤリハット事例を通じた再発防止策の実習　など

次の２点を実施すること

a. 日々の業務の中で、介護機器の不具合チェックを行う仕組みを作ること

b. 介護機器開発メーカー等と連携し、定期的に点検すること

※ 加算（Ⅰ）を取得する場合

上記の①～④に加え、職員間の適切な役割分担による業務の効率化等を図るために必要な職員研

修等を定期的に実施すること
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実績データの厚生労働省への報告について

生産性向上推進加算 生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について

報告方法： 原則、オンラインで厚生労働省に報告する 報告頻度： 事業年度ごとに一回以上
報告事項

加算
報告事項

Ⅰ Ⅱ

報
告

報
告

（１） 利用者の満足度等の評価

別添１の利用者向け調査票により、ＷＨＯ－５調査（利用者における満足度の変化）の実施及び生活・認知機能尺度の確認を行うこと。 
なお、生活・認知機能尺度に関する調査票については別途通知する。

報
告

報
告

（２） 総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の調査
別添２の施設向け調査票により、対象事業年度の10月（※１）における介護職員の１月当たりの総業務時間及び超過勤務時間を調査
（※２）すること。 また、労働時間の把握については、原則として、タイムカード、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用
時間（ログインからログアウトまでの時間）の記録等の客観的な記録（賃金台帳に記入した労働時間数も含む）により把握する必要が
あること。 
（※１） 本加算を算定した初年度においては、算定を開始した月とすること。 
（※２） 総業務時間及び超過勤務時間は調査対象者全体の平均値（少数点第１位まで）を報告すること。 

報
告

報
告

（３） 年次有給休暇の取得状況の調査 
別添２の施設向け調査票により、対象事業年度の10月を起点として直近１年間の年次有給休暇の取得日数を調査（※）すること。 
（※）年次有給休暇の取得日数は調査対象者全体の平均値（少数点第１位まで）を報告すること。

報
告

（４） 介護職員の心理的負担等の評価
別添３の介護職員向け調査票により、ＳＲＳ-18調査（介護職員の心理的負担の変化）及び職員のモチベーションの変化に係る調査を
実施すること。

報
告

（５） 機器の導入等による業務時間（直接介護、間接業務、休憩等）の調査
別添４の介護職員向け調査票により、５日間の自記式又は他記式によるタイムスタディ調査を実施すること。 

※ 調査対象者について　（１）の対象者…５名程度を選定する（利用者自身で回答できる利用者を優先的に選定してもよい）。加算（Ⅱ）の場合で介護機器を導入したフロアの利用者が5名未満の場

合は、当該利用者全員を調査する。利用者・家族への説明・同意が必要 (2)～(4)の対象者…全介護職員を調査（加算（Ⅱ）の場合は、介護機器の導入したフロアの介護職員） (4)にあたっては、職

員への説明・同意が必要 ※ （5）の対象者…日中の時間帯、夜間の時間帯それぞれについて、複数人の介護職員を調査の対象とすることでよい
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生産性向上の成果の確認について

生産性向上推進加算 生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について

加算（Ⅱ）を算定している事業所が、加算（Ⅰ）を算定しようとしてする場合

加算（Ⅰ）の算定にあたり、生産性向上の取組の成果として、業務効率化及びケアの質確保、並びに職員負担

軽減が行われていることの確認が必要となる。

具体的には、加算（Ⅱ）の要件となる介護機器を導入し、生産性向上の取組を三か月以上継続して行い、下記

項目について、導入前後の状況を調査する。

成果を確認する事項とその成果

（１） 利用者の満足度等の評価　⇒　本取組による悪化がみられないことを確認する
（※） 「悪化がみられないこと」とは、比較により数値が下がっていないことをいうものであるが、数値の低下の要因が生産性向上の取組に伴
うものではない事象によるものであることが明らかな場合については当該事象の発生した利用者について、調査の集計対象から除くことは差し支
えない。 

（２） 総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の調査
介護職員の総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間が短縮していること
調査対象期間は、６（２）に規定する調査対象期間（※）に関わらず、加算（Ⅱ）の要件となる介護機器の導入後、生産性向上の取組を三月以上
継続した以降の月における介護職員の１月当たりの総業務時間及び超過勤務時間を調査することとしても差し支えない。なお、当該介護機器導入
前の直近の同月又は当該介護機器を導入した月の前月の勤務状況と比較すること。 
（※）10月における介護職員の１月当たりの総業務時間及び超過勤務時間

（３） 年次有給休暇の取得状況の調査 　⇒　維持又は増加していること。
本項目の調査対象期間は、６（３）に規定する調査対象期間（※１）に関わらず、加算（Ⅱ）の要件となる介護機器を導入した月又は加算（Ⅱ）
の算定を開始した月から②の調査対象月までの期間を調査対象期間としても差し支えない。なお、当該介護機器導入前の直近の同期間又は当該介
護機器を導入した月の前月を起点とする直近の調査対象期間の月数（※２）における取得日数と比較すること。 
（※１）10月を起点として直近１年間の年次有給休暇の取得日数 
（※２）例えば、加算（Ⅱ）の要件となる介護機器を令和６年４月に導導入し、②の調査対象期間を同年４月から同年７月の４か月間とした場合
は、「直近の同期間」は令和５年４月から同年７月の４か月間であり、「当該介護機器を導入した月の前月を起点とする直近の調査対象期間の月
数」は令和５年12月から令和６年３月の４か月間となる

※ 調査対象者は、原則として、導入前後とも同一の利用者・介護職員とすること
※ 育児などの短期勤務により、比較対象期間中に、勤務形態が変わる場合も対象から除外すること

※ 本加算新設以前から、生産性向上に取り組んでおり、介護機器導入前の(1)に係るデータがない場合は、導入前からの利用者へヒアリングを行い、その結果に基づき、生産性向上委員会で、機器導入により利用者満足
度に影響がないことを確認することで足りる
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生産性向上の成果の確認について

生産性向上推進加算 生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について

本加算新設以前から加算（Ⅰ）を満たすような生産性向上の取組を行っており、加算（Ⅰ）を算定しようとする場合

算定にあたり、下表の項目について、データの提出が必要になる。

生産性向上の取組を開始した際のデータと現在のデータを比較することが考えられる。

成果を確認する事項とその成果

（１） 利用者の満足度等の評価　⇒　本取組による悪化がみられないことを確認する
（※） 「悪化がみられないこと」とは、比較により数値が下がっていないことをいうものであるが、数値の低下の要因が生産性向上の取組に伴
うものではない事象によるものであることが明らかな場合については当該事象の発生した利用者について、調査の集計対象から除くことは差し支
えない。 

（２） 総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の調査
介護職員の総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間が短縮していること
調査対象期間は、６（２）に規定する調査対象期間（※）に関わらず、加算（Ⅱ）の要件となる介護機器の導入後、生産性向上の取組を三月以上
継続した以降の月における介護職員の１月当たりの総業務時間及び超過勤務時間を調査することとしても差し支えない。なお、当該介護機器導入
前の直近の同月又は当該介護機器を導入した月の前月の勤務状況と比較すること。 
（※）10月における介護職員の１月当たりの総業務時間及び超過勤務時間

（３） 年次有給休暇の取得状況の調査 　⇒　維持又は増加していること。
本項目の調査対象期間は、６（３）に規定する調査対象期間（※１）に関わらず、加算（Ⅱ）の要件となる介護機器を導入した月又は加算（Ⅱ）
の算定を開始した月から②の調査対象月までの期間を調査対象期間としても差し支えない。なお、当該介護機器導入前の直近の同期間又は当該介
護機器を導入した月の前月を起点とする直近の調査対象期間の月数（※２）における取得日数と比較すること。 
（※１）10月を起点として直近１年間の年次有給休暇の取得日数 
（※２）例えば、加算（Ⅱ）の要件となる介護機器を令和６年４月に導導入し、②の調査対象期間を同年４月から同年７月の４か月間とした場合
は、「直近の同期間」は令和５年４月から同年７月の４か月間であり、「当該介護機器を導入した月の前月を起点とする直近の調査対象期間の月
数」は令和５年12月から令和６年３月の４か月間となる

介護機器導入前の(1)に係るデータがない場合は、導入前からの利用者へヒアリングを行い、その結果に基づ

き、生産性向上委員会で、機器導入により利用者満足度に影響がないことを確認することで足りる
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生産性向上の成果の確認について

生産性向上推進加算 生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について

前頁の条件に該当しない場合　※生産性向上の取組をしていない事業所が、いきなり加算（Ⅰ）を取得する場合

加算（Ⅱ）の要件となる介護機器を導入後、生産性向上の取組を三か月以上継続した上で、当該介護機器導入

前後における下記項目についてデータを提出すること。

成果を確認する事項とその成果

（１） 利用者の満足度等の評価　⇒　本取組による悪化がみられないことを確認する
（※） 「悪化がみられないこと」とは、比較により数値が下がっていないことをいうものであるが、数値の低下の要因が生産性向上の取組に伴
うものではない事象によるものであることが明らかな場合については当該事象の発生した利用者について、調査の集計対象から除くことは差し支
えない。 

（２） 総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の調査
介護職員の総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間が短縮していること
調査対象期間は、６（２）に規定する調査対象期間（※）に関わらず、加算（Ⅱ）の要件となる介護機器の導入後、生産性向上の取組を三月以上
継続した以降の月における介護職員の１月当たりの総業務時間及び超過勤務時間を調査することとしても差し支えない。なお、当該介護機器導入
前の直近の同月又は当該介護機器を導入した月の前月の勤務状況と比較すること。 
（※）10月における介護職員の１月当たりの総業務時間及び超過勤務時間

（３） 年次有給休暇の取得状況の調査 　⇒　維持又は増加していること。
本項目の調査対象期間は、６（３）に規定する調査対象期間（※１）に関わらず、加算（Ⅱ）の要件となる介護機器を導入した月又は加算（Ⅱ）
の算定を開始した月から②の調査対象月までの期間を調査対象期間としても差し支えない。なお、当該介護機器導入前の直近の同期間又は当該介
護機器を導入した月の前月を起点とする直近の調査対象期間の月数（※２）における取得日数と比較すること。 
（※１）10月を起点として直近１年間の年次有給休暇の取得日数 
（※２）例えば、加算（Ⅱ）の要件となる介護機器を令和６年４月に導導入し、②の調査対象期間を同年４月から同年７月の４か月間とした場合
は、「直近の同期間」は令和５年４月から同年７月の４か月間であり、「当該介護機器を導入した月の前月を起点とする直近の調査対象期間の月
数」は令和５年12月から令和６年３月の４か月間となる
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厚労省への報告について

生産性向上推進加算 生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について

厚労省への報告は、別紙１ 生産性向上推進体制加算に関する取組の実績報告書（毎年度報告）により報告する

※ 「電子申請・届出システム」を活用した提出を予定するが、システム改修に一定の期間を要するため、当面は

別の方法とする（別途通知する）　

※ 指定権者が委員会における検討状況を確認できるよう、委員会の議事概要を提出すること

※ 介護サービス事業所のテクノロジー活用に関して、厚生労働省が行うケアの質や職員の負担への影響に関す

る調査・検証等への協力に努めること

加算（Ⅰ）を取得する場合の留意点

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」、別紙28

「生産性向上推進体制加算に係る届出書」に加えて、下記書類を提出すること

（別紙２）生産性向上推進体制加算（Ⅰ）の算定に関する取組の成果

その他

都道府県主導のもと、生産性向上に資する支援・施策を総合的・横断的に取り扱い、適切な支援につなぐワン

ストップ窓口の設置を進めている。生産性向上の取組を進めるにあたり、活用を検討されたい
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生産性向上推進加算 新Q&A 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.5）

問12 加算（Ⅰ）（※100 単位/月）の算定開始に当たっては、加算（Ⅱ）の要件となる介護機器の導入前後の状況を比

較し、生産性向上の取組の成果の確認が求められているが、例えば、数年前又は新規に介護施設を開設し、開設当

初より、加算（Ⅰ）の要件となる介護機器を全て導入しているような場合については、当該介護機器の導入前の状況

を把握している利用者及び職員がいないなど、比較が困難となるが、導入前の状況の確認はどのように考えるべき

か。

（答）　介護機器の導入前の状況を把握している利用者及び職員がいない場合における生産性向上の取組の成果

の確認については、以下のとおり対応されたい。

【利用者の満足度等の評価について】

介護サービスを利用する利用者（５名程度）に、介護機器を活用することに起因する利用者の安全やケアの質の確保についてヒア

リング調査等を行い（※）、その結果に基づき、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を

検討するための委員会において当該介護機器の導入による利用者の満足度等への影響がないことを確認すること。

※ 介護機器活用した介護サービスを受ける中での、利用者が感じる不安や困りごと、介護サービスを利用する中での支障の有無、介護機器活用によ

る効果等についてヒアリングを実施することを想定している。

※ また、事前調査が実施できない場合であって、ヒアリング調査等を行う場合には、別添１の利用者向け調査票による事後調査の実施は不要となる。

◆ 4-9 介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進
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生産性向上推進加算 新Q&A 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.5）

問12 加算（Ⅰ）（※100 単位/月）の算定開始に当たっては、加算（Ⅱ）の要件となる介護機器の導入前後の状況を比

較し、生産性向上の取組の成果の確認が求められているが、例えば、数年前又は新規に介護施設を開設し、開設当

初より、加算（Ⅰ）の要件となる介護機器を全て導入しているような場合については、当該介護機器の導入前の状況

を把握している利用者及び職員がいないなど、比較が困難となるが、導入前の状況の確認はどのように考えるべき

か。

（答）　介護機器の導入前の状況を把握している利用者及び職員がいない場合における生産性向上の取組の成果

の確認については、以下のとおり対応されたい（続き）。

※ 介護施設を新たに開設し、利用者の受入開始月から複数月をかけて利用者の数を拡大するような場合については、利用者数の変化が一定程度落

ち着いたと考えられる時点を事前調査の対象月とすること。この場合、利用者数の変化が一定程度落ち着いた考えられる時点とは、事前調査及

び事後調査時点における利用者数と介護職員数の比に大きな差がないことをいう。

【総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の調査、年次有給休暇の取得状況の調査について】

加算（Ⅱ）の要件となる介護機器を導入した月（利用者の受入れを開始した月）を事前調査の実施時期（※）とし、介護職員の１月当

たりの総業務時間、超過勤務時間及び年次有給休暇の取得状況を調査すること。また、事後調査は、介護機器の導入後、生産性向

上の取組を３月以上継続した以降の月における介護職員の１月当たりの総業務時間、超過勤務時間及び年次有給休暇の取得状況

を調査し、事前調査の勤務状況と比較すること。

（例） 例えば、令和６年１月に介護施設（定員50 名とする）を新たに開設し、同年１月に15 人受け入れ、同年２月に15 人受け入れ（合計30 名）、

同年３月に15 人受け入れ（合計45 名）、同年４月に２名受け入れ（合計47 名）、のように、利用者の数を段階的に増加していく場合について

は、利用者の増加が落ち着いたと考えられる同年４月を事前調査の実施時期とすること。

◆ 4-9 介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進



◆ 4-１0 認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算の見直し

夜間支援体制加算加算 厚生労働大臣が定める施設基準

見守り機器の導入による効果を評価し、認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制を強化する

夜間支援体制加算（Ⅰ）についていずれも満たすこと

① 定員超過でないこと、人員基準欠如でないこと
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② ユニット数が一つであること

③ 次のいずれかを満たすこと

A) 常勤換算方法で、１名以上の夜勤職員又は宿直職員を加配すること

B) 次の要件を満たしたうえで、常勤換算方法で、0.9以上の夜勤職員を加配すること

1. 夜間帯を通じ、利用者数に対し10%以上の見守り機器を設置していること

2. 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討

するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること



◆ 4-１0 認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算の見直し

夜間支援体制加算加算 厚生労働大臣が定める施設基準

見守り機器の導入による効果を評価し、認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制を強化する

夜間支援体制加算（Ⅱ）についていずれも満たすこと

① 定員超過でないこと、人員基準欠如でないこと
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② ユニット数が二つであること

③ 次のいずれかを満たすこと

A) 常勤換算方法で、１名以上の夜勤職員又は宿直職員を加配すること

B) 次の要件を満たしたうえで、常勤換算方法で、0.9以上の夜勤職員を加配すること

1. 夜間帯を通じ、利用者数に対し10%以上の見守り機器を設置していること

2. 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討

するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること
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夜間支援体制加算の考え方

夜間支援体制加算 解釈通知

ユニット数一つにつき、人員基準上の夜勤職員に加えて、常勤換算方法で一以上の夜勤職員又は一以上の宿直勤

務に当たる者を配置した場合に算定する。

見守り機器とは

利用者がベッドから離れようとしている状態又は離れたことを感知できるセンサー

当該センサーから得られた情報を外部通信機能により職員に通報できる、見守りに資する機器

その他

◆ 4-１0 認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算の見直し

見守り機器を使用する場合の基準

次の要件を満たした際に、常勤換算法で、夜勤従業者の数が0.9を加えた数以上の配置で算定できる。

利用者数の10分の一以上の数の見守り機器を設置すること

生産性向上委員会※は、三か月に一回を行うこととする。

※生産性向上委員会…利用者の安全並びに介護サービス

の質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討す

るための委員会

全ての開所日において、夜間及び深夜の時間帯の体制が人員配置基準を上回っているものとする
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夜間支援体制加算 従来Q&A 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A（平成27年4月1日）

問173 小規模多機能型居宅介護における夜間の宿直勤務にあたる職員は、必ずしも事業所内で宿直する必要はな

いものとされているが、認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制支援加算の算定要件である宿直勤務の

職員も同様の取扱いと考えてよいか。

（答）　

事業所内での宿直が必要となる。

なお、認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算での宿直職員は、事業所内の利用者の安全確保

を更に強化するために配置されているものである一方で、小規模多機能型居宅介護における夜間の宿直職員は、

主として登録者からの連絡を受けての訪問サービスに対応するための配置であることから、その配置の考え方

は異なるものである。

◆ 4-１0 認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算の見直し
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夜間支援体制加算 従来Q&A 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A（平成27年4月1日）

問174 認知症対応型共同生活介護事業所と他の介護保険サービス事業所が同一建物で併設している場合に、両事

業所で同時並行的に宿直勤務を行っていると解して、建物として１名の宿直勤務をもって、夜間支援体制加算を算定

することは可能か。

（答）　

本加算は、事業所内の利用者の安全確保を更に強化するための加配を評価するためのものであることから、原

則として、算定は認められない。

ただし、認知症対応型共同生活介護事業所に指定小規模多機能型居宅介護事業所が併設されている場合で、

以下の要件を満たすほか、入居者の処遇に支障がないと認められたことにより、１名の夜勤職員が両事業所の夜

勤の職務を兼ねることができることに準じて、同様の要件を満たしている場合には、建物に１名の宿直職員を配

置することをもって、加算を算定することとしても差し支えない。

指定認知症対応型共同生活介護事業の定員と指定小規模多機能型居宅介護事業所の泊まり定員の合計

が９人以内であること

指定認知症対応型共同生活介護事業所と指定小規模多機能型居宅介護事業所が同一階に隣接しており、

一体的な運用が可能な構造であること

◆ 4-１0 認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算の見直し
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